
〈
資
料
〉

民
法
成
立
史
一

斑
(

一

O
)

1

1

筑
波
大
学
附
属
図
書
館
蔵
「
穂
積
文
書
」
採
録
|
|

第
二
部

旧
法
(
明
治
民
法
)
関
係
資
料

総
則
・
物
権
・
債
権
編
関
係

三
三
民
法
草
案

(
確
)
第
二
号
明
治
二
十
九
年
一
月

民

法第
一
編
総
則

第

一

章

人

第
一
節
私
権
ノ
享
有

第
一
条
1
第
二
条
〔
略
〕

第
二
節
能
力

第
三
条

1
第
十
一
条
〔
略
〕

民
法
成
立
史
一
斑
(
一

O
)
(阿
部
)

日
配
布

阿

徹

第
十
二
条
準
禁
治
産
者
カ
左
ニ
掲
ケ
タ
ル
行
為
ヲ
為
ス
ニ
ハ
其
保
佐

人
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一
元
本
ヲ
領
収
シ
又
ハ
之
ヲ
利
用
ス
ル
コ
ト

ニ
借
財
又
ハ
保
証
ヲ
為
ス
コ
ト

三
不
動
産
又
ハ
重
要
ナ
ル
動
産
ニ
関
ス
ル
権
利
ノ
得
喪
ヲ
目
的

ト
ス
ル
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト

四
訴
訟
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト

五
贈
与
、
和
解
又
ハ
仲
裁
契
約
ヲ
為
ス
コ
ト

六
相
続
ヲ
承
認
シ
又
ハ
之
ヲ
撒
棄
ス
ル
コ
ト

七

2遺
贈
若
ク
ハ
贈
与
ヲ
拒
絶
シ
又
ハ
負
担
附
ノ
遺
贈
若
ク
ハ
贈

与
ヲ
受
諾
ス
ル
コ
ト

八
新
築
、
改
築
、
増
築
又
ハ
大
修
繕
ヲ
為
ス
コ
ト

九
第
六
百
一
純
一
一
定
メ
タ
ル
期
間
ヲ
趨
ユ
ル
賃
貸
借
ヲ
為
ス
コ

ー「

四



筑
波
法
政
第
ニ
十
四
号
こ
九
九
八
)

裁
判
所
ハ
場
合
ニ
依
リ
準
禁
治
産
者
カ
前
項
ニ
掲
ケ
サ
ル
行
為
ヲ
為

ス
ニ
モ
亦
其
保
佐
人
ノ
同
意
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
旨
ア
宣
告
ス
ル
コ

ト
ア
得

前
二
項
ノ
規
定
ニ
反
ス
ル
行
為
ハ
之
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得

第
十
三
条

i
第
二
十
条
〔
略
〕

第
三
節
住
所

第
二
十
一
条
j
第
二
十
四
条
〔
略
〕

第
四
節
失
際

第
二
十
五
条

1
第
二
十
六
条
〔
略
〕

第
二
十
七
条
前
二
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
裁
判
所
ニ
が
テ
選
任
シ
タ
ル
管

理
人
ハ
其
管
理
ス
ヘ
キ
財
産
ノ
目
録
ヲ
調
製
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
位
其

費
用
ハ
不
在
者
ノ
財
産
ヲ
以
テ
之
ヲ
支
弁
ス

不
在
者
ノ
生
死
分
明
ナ
ラ
サ
ル
場
合
ニ
珍
テ
利
害
関
係
人
又
ハ
検
事

ノ
議
求
ア
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
不
在
者
カ
置
キ
タ
ル
管
理
人
ニ
モ
前

項
ノ
手
続
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

右
ノ
外
総
テ
裁
判
所
カ
不
在
者
ノ
財
産
ノ
保
存
ニ
必
要
ナ
円
ト
認
ム

ル
処
分
ハ
之
ア
管
理
人
ニ
命
ス
ル
コ
ト
ア
得

第
二
十
八
条

i
第
二
十
九
条
〔
略
〕

第
三
十
条
不
在
者
ノ
生
死
カ
十
年
間
分
明
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所

ハ
利
筈
関
係
人
ノ
議
求
ニ
因
リ
失
綜

y
宣
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

戦
地
ニ
臨
ミ
タ
ル
者
、
沈
没
シ
タ
ル
船
舶
中
ニ
在
リ
タ
ル
者
其
他
死

亡
ノ
原
因
タ
ル
ヘ
キ
危
難
ニ
遭
遇
シ
タ
ル
者
ノ
生
死
カ
戦
争
ノ
止
ミ

四
二
二

タ
ル
後
、
船
舶
ノ
沈
没
シ
タ
ル
後
又
ハ
其
他
ノ
危
難
ノ
去
り
タ
ル
後

一
一
一
年
間
分
明
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
亦
同
シ

第
三
十
一
条

1
第
三
十
二
条
〔
略
〕

第
二
章
法
人

第
一
節
法
人
ノ
設
立

第
三
十
三
条

i
第
三
十
五
条
〔
略
〕

第
三
十
六
条
外
国
法
人
ハ
国
、
国
ノ
行
政
区
離
及
ヒ
商
事
会
社
ヲ
除

ク
外
其
成
立
ヲ
認
許
セ
ス
但
法
律
又
ハ
条
約
二
依
リ
テ
認
許
セ
ラ
レ

タ
ル
モ
ノ
ハ
此
限
一
一
在
ラ
ス

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
認
許
セ
ラ
レ
タ
ル
外
国
法
人
ハ
日
本
ニ
成
立

ス
ル
同
種
ノ
者
ト
同
一
ノ
私
権
ヲ
有
ス
但
外
国
人
カ
享
有
ス
ル
ゴ
ト

ヲ
得
サ
ル
権
利
及
ヒ
法
律
又
ハ
条
約
中
ニ
特
別
ノ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ

此
娘
二
在
ラ
ス

第
一
二
十
七
条
(
略
〕

第
三
十
八
条
社
団
法
人
ノ
定
款
ハ
総
社
員
ノ
四
分
一
斗
以
上
ノ
同
意
ア

ル
ト
キ
ニ
限
リ
之
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ア
得
但
定
款
ニ
別
段
ノ
定
ア
ル

ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

定
款
ノ
変
更
ハ
主
務
官
庁
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
効
力
ヲ

生
セ
ス

第
三
十
九
条

1
第
四
十
五
条
〔
略
〕

第
四
十
六
条
町
会
記
ス
ヘ
キ
事
項
左
ノ
如
シ

一

目

的



二

名

称

三

事

務

所

四
設
立
許
可
ノ
年
月
日

五
存
立
時
期
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
時
期

六
資
産
ノ
総
額

七
出
資
ノ
方
法
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
方
法

八
理
事
ノ
氏
名
、
住
所

前
項
ニ
掲
ケ
タ
ル
事
項
中
ニ
変
一
史
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
一
週
間
内
ニ

其
設
記
ア
為
ス
コ
ト
ヲ
腰
ス
登
記
前
ニ
在
リ
テ
ハ
其
変
更
ヲ
以
テ
他

人
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
七
条

1
第
五
十
一
条
〔
略
〕

第
二
節
法
人
ノ
管
理

第
五
十
二
条

1
第
六
十
条
〔
略
〕

第
六
十
一
条
社
団
法
人
ノ
理
事
ハ
必
要
ア
リ
卜
認
ム
ル
ト
キ
ハ
何
時

ニ
テ
モ
臨
時
総
会
ア
招
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

総
社
員
ノ
五
分
一
以
上
ヨ
リ
会
議
ノ
目
的
タ
ル
事
項
ヲ
示
シ
テ
請
求

ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
理
事
ハ
臨
時
総
会
ヲ
招
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但

此
定
数
ハ
定
款
ヲ
以
テ
之
ヲ
増
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
十
二
条

1
第
六
十
七
条
〔
略
〕

第
三
節
法
人
ノ
解
散

第
六
十
八
条
〔
略
)

第
六
十
九
条
社
団
法
人
ハ
総
社
員
ノ
四
分
一
ヰ
以
上
ノ
承
諾
ア
ル
ニ
非

民
法
成
立
由
人
一
斑
(
一

O
)
(阿
部
)

サ
レ
ハ
解
散
ノ
決
議
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
定
款
ニ
別
段
ノ
定
ア
ル

ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

第
七
十
条
法
人
カ
其
債
務
ヲ
完
済
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
歪
リ
タ
ル

ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
理
事
若
ク
ハ
債
権
者
ノ
請
求
ニ
因
リ
又
ハ
職
権
ヲ

以
テ
破
産
ノ
宣
告
ヲ
為
ス

第
七
十
一
条

i
第
八
十
三
条
〔
略
〕

第
四
節
罰
則

第
八
十
四
条
法
人
ノ
理
事
、
監
事
又
ハ
清
算
人
ハ
左
ノ
場
合
ニ
於
テ

ハ
五
円
以
上
二
百
円
以
下
ノ
過
料
ニ
処
セ
ラ
ル

一
本
章
ニ
定
メ
タ
ル
設
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
怠
リ
タ
ル
ト
キ

ニ
第
五
十
一
抹
ノ
規
定
ニ
反
川
財
産
自
録
若
ク
ハ
社
員
名
簿
ヲ

備
ヘ
ス
又
ハ
之
一
一
不
正
ノ
記
載
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ

三
第
六
十
七
条
又
ハ
第
八
十
二
条
ノ
場
合
ニ
珍
テ
主
務
官
庁
又

ハ
裁
判
所
ノ
検
査
ヲ
妨
ケ
タ
ル
ト
キ

四
官
庁
又
ハ
総
会
ニ
対
シ
不
実
ノ
申
立
ア
為
シ
又
ハ
事
実
ヲ
隠

蔽
シ
タ
ル
ト
キ

五
第
七
十
条
又
ハ
第
八
十
一
条
ノ
規
定
ニ
反
シ
破
産
笈
台
ノ
請

求
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
怠
リ
タ
ル
ト
キ

六
第
七
十
九
条
又
ハ
第
八
十
一
条
ニ
定
メ
タ
ル
公
告
ヲ
為
ス
ゴ

ト
ヲ
怠
リ
又
ハ
不
正
ノ
公
告
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ

第

三

章

物

第
八
十
五
条

1
第
八
十
九
条

〔略〕

四



筑
波
法
政
第
二
十
四
日
ぢ
(
一
九
九
八

第
四
章
法
律
行
為

第
一
節
総
則

第
九
十
条

1
第
九
十
二
条
〔
略
〕

第
二
節
意
思
表
示

第
九
十
三
条

1
第
九
十
八
条
〔
略
〕

第
三
節
代
理

第
九
十
九
条
1
第
百
十
八
条
〔
略
〕

第
四
節
無
効
及
ヒ
取
消

第
百
十
九
条

i
第
百
二
十
六
条
〔
略
〕

第
五
節
条
件
及
ヒ
期
限

第
百
二
十
七
条

1
第
百
三
十
七
条
〔
略
)

第
五
立
早
期
間

第
百
一
一
一
十
八
条

1
第
百
四
十
条
〔
略
〕

第
百
四
十
一
条
前
条
ノ
場
合
ニ
珍
テ
ハ
期
間
ノ
末
日
ノ
終
了
ヲ
以
テ

期
間
ノ
満
了
ト
ス

法
定
又
ハ
慣
習
ノ
取
引
拘
間
ア
ル
ト
キ
ハ
来
日
ノ
取
引
時
間
ノ
終
了

ヲ
以
テ
期
間
ノ
満
了
ト
川

第
百
四
十
二
条

1
第
百
四
十
三
条
〔
略
〕

第
六
章
時
効

第
二
期
総
則

第
百
四
十
四
条

1
第
百
四
十
八
条
〔
略
〕

第
百
四
十
九
条
裁
判
上
ノ
請
求
川
】
却
下
又
ハ
取
下
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ

四
二
四

時
効
中
断
ノ
効
力
ヲ
生
セ
ス

第
百
五
十
条

1
第
百
六
十
条
〔
略
〕

第
百
六
十
一
条
時
効
ノ
期
間
満
了
ノ
時
ニ
当
時
天
災
共
他
避
ク
ヘ
カ

ラ
サ
ル
事
変
ノ
為
メ
時
効
ヲ
中
断
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
妨

碍
ノ
止
ミ
タ
ル
時
ヨ
リ
二
週
間
内
ハ
時
効
完
成
セ
ス

第
二
節
取
得
時
効

第
百
六
十
二
条

1
第
百
六
十
五
条
〔
略
)

第
三
節
消
滅
時
効

第
百
六
十
六
条
(
略
〕

第
百
六
十
七
条
掛
有
権
以
外
ノ
財
産
権
ハ
二
十
年
間
之
ア
行
ハ
サ
ル

ニ
国
リ
テ
消
滅
ス

第
百
六
十
八
条
前
条
ノ
期
間
ハ
定
期
金
ノ
債
権
ニ
付
テ
ハ
第
一
回
ノ

弁
済
期
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス
但
債
権
者
ハ
時
効
中
断
ノ
一
社
ヲ
得
ル
為
メ

何
時
ニ
テ
モ
債
務
者
ノ
承
認
書
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
六
十
九
条

1
第
百
七
十
条
〔
絡
〕

(md 

第
百
七
十
一
条
弁
護
士
ハ
裁
判
ノ
時
ヨ
リ
公
証
人
及
ヒ
執
達
吏
ハ
其

職
務
執
行
ノ
時
ヨ
リ
三
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
共
職
務
ニ
関
シ
テ

受
取
リ
タ
ル
書
類
ニ
付
キ
其
責
ヲ
免
ル

第
百
七
十
二
条
〔
略
〕

第
百
七
十
三
条
左
ニ
掲
ケ
タ
ル
債
権
ハ
二
年
間
之
ヲ
行
ハ
サ
ル
ニ
隠

リ
テ
消
滅
ス

一
生
産
省
、

卸
売
商
人
及
ヒ
小
売
商
人
カ
売
却
シ
タ
ル
産
物
及



ヒ
楠
品
ノ
代
価
侭
其
買
主
ノ
商
業
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
限
ニ
在

ラ
ス

ニ
居
職
人
及
ヒ
製
造
人
ノ
仕
事
ニ
関
ス
ル
債
権
侵
其
注
文
者
ノ

商
業
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
限
一
一
在
ラ
刻

三
生
徒
及
ヒ
習
業
者
ノ
教
育
、
衣
食
及
ヒ
止
宿
ノ
代
料
一
一
関
ス

ル
校
主
、
前
盟
主
、
教
師
及
ヒ
師
匠
ノ
債
権

第
百
七
十
四
条
〔
略
〕

第
二
編
物
権

第
一
章
総
則

第
百
七
十
五
条

1
第
百
七
十
九
条

第
二
章
占
有
権

第
一
節
点
有
権
ノ
取
得

第
百
八
十
条

1
第
百
八
十
七
条
(
略
)

第
二
節
占
有
権
ノ
効
力

第
百
八
十
八
条

1
第
一
日
九
十
四
条
〔
略
〕

第
百
九
十
五
条
他
人
カ
飼
養
セ
シ
米
議
外
ノ
動
物
ヲ
占
有
ス
ル
省
ハ

其
占
有
ノ
始
善
意
ニ
シ
テ
は
逃
失
ノ
時
ヨ
リ
一
…

ι!
日
M
m
-
一
制
策
主
ヨ

リ
閥
復
ノ
請
求
ヲ
受
ケ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
動
物
ノ
ト
ヶ
一
行
使
ス
ル
権
利

ヲ
取
得
ス

第
百
九
十
六
条

1
第
二
百
二
条
(
略
〕

第
三
節
占
有
権
ノ
消
滅

〔帥町〕

民
法
成
立
史
一
斑
(
一

O
)
(阿
部
)

第
二
百
三
条

i
第
二
百
四
条

第
四
節
機
十
占
有

第
二
百
五
条
〔
略
〕

第
三
章
所
有
権

第
一
郎
所
有
権
ノ
限
界

第
二
百
六
条

1
第
二
百
十
五
条
〔
略
〕

(
同
凶
日

第
二
百
十
六
条
申
地
一
一
珍
テ
貯
水
、
排
水
、

X
ハ
引
水
ノ
為
メ
ニ
設

ケ
タ
ル
工
作
物
ノ
破
讃
又
ハ
限
塞
一
一
間
リ
テ
乙
地
ニ
損
害
ヲ
及
ホ
シ

又
ハ
及
ホ
ス
燦
ア
ル
ト
キ
ハ
乙
地
ノ
所
有
者
ハ
甲
地
ノ
所
有
者
ヲ
シ

テ
修
締
お
ク
ハ
陳
述
ヲ
為
サ
シ
メ
又
必
婆
ア
ル
ト
キ
ハ
予
防
工
事
ア

為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
得

第
-
一
百
十
七
条
(
略
〕

-M) 

第
二

A

百
十
八
条
土
地
ノ
所
有
者
ハ
雨
水
ヲ
隣
地
ニ
注
潟
セ
シ
ム
ヘ
キ

{
M
H
)
 

屋
根
其
他
ノ
工
作
物
ヲ
加
盟
問
介
又
ハ
其
近
傍
二
一
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
百
十
九
条

1
第
二
白
三
十
八
条
〔
略
〕

第
二
節
所
有
権
ノ
取
得

第
二
百
三
十
九
条
〔
略
〕

第
三
百
四
十
条
遺
失
物
ハ
特
別
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
公
告
ヲ
為
シ

部、

タ
ル
後
六
十
月
内
ニ
其
所
有
者
ノ
知
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
拾
得
者
其
所
有

権
ヲ
取
得
ス

{
院
M
N
J

第
二
百
四
十
一
条
前
条
ノ
規
む
ハ
理
蔵
物
ニ
之
ヲ
添
削
用
小
川
仰
他
人
ノ

物
ノ
中
ニ
診
テ
発
見
シ
タ
ル
鹿
蔵
物
ハ
発
見
者
及
ヒ
其
物
ノ
所
有
者

〔略〕

四
二
冗



筑
波
法
政
第
二
十
四
号
ご
九
九
八
)

折
半
シ
テ
其
所
有
権
ヲ
取
得
ス

第
二
百
四
十
二
条

1
第
二
百
四
十
七
条
〔
略
〕

第
二
百
四
十
八
条
前
六
条
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
因
リ
テ
損
失
ヲ
受
ケ
タ

{
幻
)

ル
者
ハ
第
七
百
二
条
及
ヒ
第
七
百
三
条
ノ
規
定
二
従
ヒ
償
金
ヲ
請
求

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
節
共
有

第
二
百
四
十
九
条

1
第
二
百
五
十
二
条
〔
略
〕

第
二
百
五
十
三
条
各
共
有
者
ハ
其
持
分
ニ
応
シ
管
理
ノ
費
用
ヲ
払
ヒ

其
他
共
有
物
ノ
負
担
ニ
任
ス

(
油
国
)

共
有
者
カ
六
小
月
内
ニ
前
項
ノ
義
務
ヲ
履
行
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
共

有
者
ハ
相
当
ノ
償
金
ヲ
払
ヒ
テ
其
者
ノ
持
分
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
百
五
十
四
条

1
第
二
百
六
十
四
条
〔
略
〕

第
四
章
地
上
権

第
二
百
六
十
五
条

1
第
二
百
六
十
七
条
(
略
〕

第
二
百
六
十
八
条
設
定
行
為
ヲ
以
テ
地
上
権
ノ
存
続
期
間
ヲ
定
メ
サ

リ
シ
場
合
ニ
診
テ
別
段
ノ
償
習
ナ
キ
ト
キ
ハ
地
上
権
者
ハ
何
時
ニ
テ

モ
其
権
利
ヲ
拠
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
地
代
ヲ
払
ブ
ヘ
キ
ト
キ
ハ
一
年

前
ニ
予
告
司
/
為
シ
又
ハ
未
タ
期
限
ノ
至
ラ
サ
ル
一
年
分
ノ
地
代
ヲ
払

フ
コ
ト
ヲ
要
ス

地
上
権
者
カ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
其
権
利
ヲ
馳
棄
セ
サ
ル
ト
キ
ハ

裁
判
所
ハ
当
事
者
ノ
請
求
ニ
因
リ
十
年
以
民
五
十
年
以
下
ノ
範
閣
内

ニ
診
テ
工
作
物
又
ハ
竹
木
ノ
種
類
及
ヒ
状
況
其
他
地
上
権
設
定
ノ
当

四
二
六

時
ノ
事
情
ヲ
劇
酌
シ
テ
其
存
続
期
間
ヲ
定
ム

第
二
百
六
十
九
条
〔
略
〕

第
五
章
永
小
作
権

第
二
百
七
十
条

1
第
二
百
七
十
七
条
〔
略
〕

第
三
百
七
十
八
条
永
小
作
権
ノ
存
続
期
間
ハ
十
年
以

M
五
十
年
以
下

ト
ス
若
シ
五
十
年
ヨ
リ
長
キ
期
間
ヲ
以
テ
永
小
作
権
ヲ
設
定
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
其
期
間
ハ
之
ヲ
五
十
年
ニ
短
縮
ス

永
小
作
権
ノ
設
定
ハ
之
ア
更
新
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
似
其
期
間
ハ
更
新
ノ

時
ヨ
リ
五
十
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

設
定
行
為
ヲ
以
テ
永
小
作
権
ノ
存
続
期
間
ヲ
定
メ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
其

期
間
ハ
別
段
ノ
慣
習
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
外
之
ヲ
三
十
年
ト
ス

第
三
百
七
十
九
条
〔
略
〕

第
六
章
地
役
権

第
二
百
八
十
条

1
第
二
百
九
十
条
〔
略
〕

(
加
山
v

第
二
百
九
十
一
条
第
百
六
十
七
条
ニ
規
定
セ
ル
消
滅
時
効
ノ
期
間
ハ

不
継
続
地
役
権
ニ
付
テ
ハ
最
後
ノ
行
使
ノ
時
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
シ
継
続

地
役
権
ニ
付
テ
ハ
其
行
使
ヲ
妨
ク
ヘ
キ
事
実
ノ
生
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
之

ヲ
起
算
ス

第
二
百
九
十
二
条

1
第
二
百
九
十
四
条

第
七
章
留
置
権

第
二
百
九
十
五
条

1
第
三
百
二
条

第
八
章
先
取
特
権

(略〕

〔略〕



第
一
節
総
則

第
三
百
三
条
〔
路
〕

第
三
百
四
条
先
取
特
擁
ハ
其
目
的
物
ノ
売
却
、
賃
貸
、
滅
失
又
ハ
段

損
ニ
困
リ
テ
債
務
者
ノ
受
ク
ヘ
キ
金
銭
其
他
ノ
物
ニ
対
シ
テ
モ
之
ヲ

行
フ
コ
ト
ヲ
得
但
先
取
特
権
者
ハ
其
払
渡
又
ハ
引
渡
前
ニ
差
押
ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
要
ス

債
務
者
カ
先
取
特
権
ノ
目
的
物
ノ
上
ニ
設
定
シ
タ
ル
物
権
ノ
対
価
ニ

付
キ
亦
同
シ

第
一
一
一
百
五
条
〔
略
〕

第
ニ
節
先
取
特
権
ノ
種
類

第
一
款
一
般
ノ
先
取
特
権

第
三
百
六
条
1
第
一
一
一
百
十
条
〔
略
〕

第
二
款
動
産
ノ
先
取
特
権

第
三
百
十
一
条

1
第
三
百
二
十
四
条
(
略
〕

第
三
款
不
動
産
ノ
先
取
特
権

第
三
百
二
十
五
条

1
第
三
百
二
十
八
条
〔
略
〕

第
三
節
先
取
特
権
ノ
順
位

第
三
百
二
十
九
条

1
第
三
百
三
十
二
条

第
四
節
先
取
特
権
ノ
効
力

第
三
百
一
一
一
十
一
一
一
条

1
第
三
百
四
十
一
条

第
九
意
質
権

第
一
節
総
則

〔略〕
〔略〕

民
法
成
立
史
一
斑
(
一

O
)
(阿
部
)

第
三
百
四
十
二
級

i
第
三
百
間
十
八
条
〔
略
〕

第
三
百
四
十
九
条

1
第
三
百
五
十
条
〔
略
。
成
案
三
五

O
条
1
一二五

一
条
と
同
二

第
二
節
動
産
質

第
三
百
五
十
一
条
1
第
三
百
五
十
四
条
〔
略
。
成
案
三
五
二
条

1
三

五
五
条
と
同
二

第
三
節
不
動
産
質

第
三
百
五
十
五
条

1
第
三
百
六
十
条
(
略
。
成
案
三
五
六
条

1
一一一六

一
条
と
間
二

第
四
節
権
利
質

第
三
百
六
十
一
条
1
第
三
百
六
十
二
条
〔
略
。
成
案
三
六
二
条

1
一二

六
三
条
と
間
二

{
鈍
)

第
一
一
一
百
六
十
三
条
指
名
債
権
ア
以
テ
質
権
ノ
目
的
ト
為
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
第
四
百
六
十
六
条
ノ
規
'
定
ニ
従
ヒ
第
一
一
一
債
務
者
二
資
総
ノ
設
定
ヲ

通
知
シ
又
ハ
第
三
債
務
者
カ
之
ヲ
承
諾
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
以
テ

第
三
債
務
者
其
他
ノ
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

(お
L

第
三
百
六
十
四
条
記
名
ノ
株
式
又
ハ
社
債
ヲ
以
テ
質
権
ノ
目
的
ト
為

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
株
式
又
ハ
社
債
ノ
譲
渡
一
一
関
ス
ル
規
定
ニ
従
ヒ
会
社

ノ
帳
簿
二
質
権
ノ
設
定
ア
記
入
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
以
テ
会
社
其

他
ノ
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
ゴ
ト
ヲ
得
ス

第
三
百
六
十
五
条

1
第
三
百
六
十
七
条
〔
略
。
成
案
三
六
六
条

1
一一一

ム
ハ
八
条
と
同
一
〕

四
二
七



筑
波
法
政
第
二
十
四
号
(
一
九
九
八
)

第
十
章
抵
当
権

第

一

節

総

則

第
三
百
六
十
八
条
〔
略
。
成
案
三
六
九
条
と
同
二

{
町
四
}

第
三
百
六
十
九
条
抵
当
権
ハ
抵
当
地
ノ
上
ニ
存
ス
ル
建
物
ヲ
除
ク
外

其
目
的
タ
ル
不
動
産
一
一
附
加
シ
テ
之
ト
一
体
ヲ
成
シ
タ
ル
物
ニ
及
ブ

但
設
定
行
為
ニ
別
段
ノ
定
ア
ル
ト
キ
及
ヒ
第
四
百
二
十
三
条
ノ
規
定

ニ
依
リ
債
権
者
カ
債
務
者
ノ
行
為
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
場
合
ハ
此

限
ニ
在
ラ
ス(悼む

第
三
百
七
十
条
前
条
ノ
規
定
ハ
果
実
一
一
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
侭
抵
当
不

動
産
ノ
差
押
ア
リ
タ
ル
後
又
ハ
第
三
取
得
者
カ
第
三
好
八
十
条
ノ
通

知
ヲ
受
ケ
タ
ル
後
ハ
此
限
ニ
在
日
ブ
ス

第
三
取
得
者
カ
第
五
百
八
十
条
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
後
一

年
内
ニ
抵
当
不
動
産
ノ
差
押
ア
リ
タ
ル
場
合
二
限
り
前
項
但
鍔
ノ
規

定
ア
適
用
ス

F

引
成
、

第
三
百
七
十
一
条
第
二
百
九
十
六
条
、
第
三
百
四
条
及
ヒ
第
三
百
五

十
条
ノ
規
定
ハ
抵
当
権
ハ
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
二
節
抵
当
権
ノ
効
力

第
三
百
七
十
二
線
(
略
。
成
案
一
一
一
七
三
条
と
同
一
〕

第
三
百
七
十
三
条
抵
当
権
者
カ
利
息
其
他
ノ
定
期
金
ヲ
請
求
ス
ル
権

利
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
其
満
期
ト
為
リ
タ
ル
最
終
ノ
二
年
分
ニ
付
テ
ノ

ミ
其
抵
当
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
但
其
以
前
ノ
定
期
金
ニ
付
テ
モ
満
期

後
特
別
ノ
盗
記
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
登
記
ノ
時
ヨ
リ
之
ヲ
行
ブ
コ

四

八一

ト
ヲ
妨
ケ
ス

第
一
二
百
七
十
四
条
〔
略
。
成
案
一
一
一
七
五
条
と
間
二

〈
州
側
)

第
三
百
七
十
五
条
前
条
ノ
場
合
ニ
松
テ
ハ
第
四
百
六
十
六
条
ノ
規
定

ニ
従
ヒ
主
タ
ル
債
務
者
ニ
抵
当
権
ノ
処
分
ヲ
通
知
シ
又
ハ
比
八
債
務
者

カ
之
ヲ
承
諾
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ア
以
テ
其
債
務
者
、
保
証
人
、
滋

当
権
設
定
者
及
ヒ
其
承
継
人
一
一
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

主
タ
ル
債
務
省
カ
前
項
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
又
ハ
承
諾
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
抵
当
権
ノ
処
分
ノ
利
益
ヲ
受
ク
一
ル
者
ノ
承
諾
ナ
ク
シ
テ
為
シ
タ
ル

弁
済
ハ
之
ヲ
以
テ
其
受
益
者
二
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
一
一
一
百
七
十
六
条
(
略
。
成
案
三
七
七
条
と
間
二

第
一
一
百
七
十
七
組
抵
当
不
動
産
ニ
付
キ
所
有
権
、
地

t
権
又
ハ
永
小

作
権
ヲ
取
得
シ
タ
ル
第
三
者
ハ
第
三
百
八
十
一
条
乃
奈
第
三
百
八
十

三
条
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
抵
当
権
者
ニ
提
供
シ
テ
共
承
諾
ヲ
得
タ
ル
金
額

ヲ
払
渡
シ
又
ハ
之
ヲ
供
託
シ
テ
抵
当
権
ヲ
機
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
百
七
十
八
条

i
第
三
百
七
十
九
条
〔
略
。
成
山
梨
コ
一
七
九
条

1
一二

八
O
条
と
間
二

第
二
一
百
八
十
斜
抵
当
権
者
カ
其
抵
当
権
ヲ
実
行
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ

ハ
予
メ
第
三
百
七
十
七
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
第
三
取
得
者
二
其
旨
ヲ
通
知

ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

q
u
J
 

第
一
二
百
八
十
一
条
第
一
一
一
取
得
者
ハ
前
条
ノ
通
知
ヲ
受
ク
ル
マ
テ
ハ
何

時
ニ
テ
モ
抵
当
権
ノ
機
除
ア
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
三
取
得
者
カ
前
条
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
一
小
月
内
ニ
次
条



ノ
送
途
ヲ
為
ス
ニ
非
サ
レ
ハ
抵
当
権
ノ
糠
除
ブ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

前
条
ノ
通
知
ア
リ
タ
ル
後
二
第
一
一
一
百
七
十
七
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
権
利
ヲ

取
得
シ
タ
ル
第
三
者
ハ
前
項
ノ
第
三
取
得
者
カ
機
除
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ

得
ル
期
間
内
ニ
限
リ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
一
二
百
八
十
ニ
株
〔
略
。
成
案
三
八
三
条
と
間
二

第
三
百
八
十
三
条
債
権
者
カ
前
条
ノ
送
達
ヲ
受
ケ
タ
ル
後
一
小
月
内

ニ
増
価
競
売
ヲ
請
求
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
第
三
取
得
者
ノ
提
供
ヲ
承
諾
シ

タ
ル
モ
ノ
ト
肴
倣
ス

噌
価
競
売
ハ
若
シ
競
売
ニ
於
テ
第
一
一
…
取
得
者
カ
提
供
シ
タ
ル
金
額
ヨ

リ
十
分
一
以
上
高
価
ニ
抵
当
不
動
産
ヲ
売
却
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト

キ
ハ
十
分
一
ノ
増
価
ヲ
以
テ
白
ラ
業
不
動
産
ア
貿
受
ク
ヘ
キ
凶
行
ア
附

一
一
一
口
シ
第
二
一
取
得
者
一
一
対
シ
テ
之
ヲ
諮
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
嬰
ス

前
項
ノ
場
合
ニ
松
テ
ハ
債
権
者
ハ
代
価
及
ヒ
費
一
沼
ニ
付
キ
担
保
ヲ
供

ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
一
一
一
百
八
十
四
条

1
第
三
百
八
十
五
条
〔
略
。
成
案
一
二
八
五
条

1
三

八
六
条
と
同
十
〕

第
三
百
八
十
六
斜
抵
当
権
者
カ
第
三
百
八
十
一
条
ニ
定
メ
タ
ル
期
間

内
ニ
第
一
ニ
取
得
者
ヨ
リ
債
務
ノ
弁
済
又
ハ
糠
除
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
サ
ル

ト
キ
ハ
抵
当
不
動
産
ノ
競
売
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
百
八
十
七
条

1
第
三
百
九
十
一
一
一
条
〔
略
。
成
案
三
八
八
条

1
一一…

九
四
条
と
同
二

(
絹
)

第
三
百
九
十
四
条
第
六
百
一
条
二
定
メ
タ
ル
期
間
ヲ
超
エ
サ
ル
銭
袋

民
法
成
立
史
一
斑
(
一

O
)
(阿
部
)

借
ハ
抵
当
権
ノ
登
記
後
二
登
記
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
錐
モ
之
ヲ
以
テ
抵
当

権
者
二
対
抗
ス
ル
コ
ト
ア
得

第
一
一
一
節
抵
当
権
ノ
消
滅

第
一
一
一
百
九
十
五
条

1
第
三
百
九
十
七
条

九
八
条
と
間
二

〔
略
。
成
案
三
九
六
条

1
一

第
三
編
僚
権

第
一
章
総
則

第
一
節
債
権
ノ
目
的

第
一
一
一
百
九
十
八
条

1
第
四
百
十
条

条
と
同
一
〕第

一
一
郎
僚
機
ノ
効
力

第
四
百
十
一
条

1
第
問
中
白
二
十
四
条

五
条
と
同
一
〕

第
四
百
二
十
五
条
第
四
百
二
十
一
一
一
条
ノ
取
消
権
ハ
債
権
者
カ
取
消
ノ

原
因
ヲ
党
知
シ
グ
ル
時
ヨ
リ
二
年
間
之
ヲ
行
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
時
効
二

国
リ
テ
消
滅
ス
行
為
ノ
時
ヨ
リ
一
一
十
年
ア
経
過
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ

第
一
一
一
節
多
数
当
事
者
ノ
僚
権

内
ロ
ロ
一
舟
汎
身
υ川
川
川

ι
4日広

μ

一J
2
汗
4

A

明
世
叩

U
ト除
F

第
四
百
二
十
六
条
〔
略
。
成
案
間
二
七
条
と
岡
一
)

第
二
款
不
可
分
債
務

第
四
百
二
十
七
条

1
第
四
百
ご
十
八
条

〔
略
。
成
案
三
九
九
条

i
四

二

〔
略
。
成
案
四
二
一
条

i
間
二

(
略
。
成
案
四
一
一
八
条

1
四

四

九



筑
波
法
政
第
二
十
四
号
(
一
九
九
八
)

ニ
九
条
と
同
ニ

(
綿
)

第
四
百
二
十
九
条
数
人
カ
不
可
分
債
務
ヲ
負
担
ス
ル
場
合
ニ
珍
テ
ハ

前
条
ノ
規
定
及
ヒ
連
帯
債
務
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス
但
第
四
百
三

十
一
一
一
条
乃
至
第
四
百
三
十
九
条
ノ
規
定
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

第
四
百
三
十
条
〔
略
。
成
案
四
三
一
条
と
同
一
〕

第
三
款
連
帯
債
務

第
四
百
二
一
十
一
条
t
，
，
第
四
百
三
十
九
条
〔
略
。
成
案
四
三
二
条

1
四

問
。
条
と
同
ニ

{
品
開
}

第
四
百
四
十
条
連
帯
僕
務
者
…
同
又
ハ
其
中
ノ
数
人
カ
破
産
ノ
宣
告

ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
債
権
者
ハ
其
債
権
ノ
全
額
ニ
付
キ
各
財
団
ノ
配

当
ニ
加
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
百
四
十
一
条

1
第
四
百
四
十
四
条
〔
略
。
成
案
四
回
二
条

1
四

四
五
条
と
同
二

第
四
款
保
証
債
務

第
四
百
四
十
五
条

1
第
四
百
五
十
三
条
{
略
。
成
案
四
四
六
条

1
四

五
四
条
と
同
二

(
印
)

第
四
百
五
十
四
条
第
四
百
五
十
一
条
及
ヒ
第
四
百
五
十
二
条
ノ
規
定

ニ
依
リ
保
証
人
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
債
権
者
カ
催
告
又
ハ

執
行
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
怠
リ
其
後
主
タ
ル
債
務
者
ヨ
リ
全
部
ノ
弁
済
ヲ

得
サ
ル
ト
キ
ハ
保
証
人
ハ
債
権
者
カ
直
チ
ニ
催
告
又
ハ
執
行
ア
為
セ

ハ
弁
済
ヲ
得
へ
カ
リ
シ
限
度
ニ
が
テ
其
義
務
ヲ
免
ル

第
四
百
五
十
五
組
数
人
ノ
保
証
人
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
保
証
人
カ

四

。

各
別
ノ
行
為
ヲ
以
テ
償
務
ヲ
負
担
シ
タ
ル
ト
キ
ト
嫌
モ
第
四
百
二
十

六
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

第
四
百
五
十
六
雄
〔
略
。
成
案
四
五
七
条
と
同
二

第
四
百
五
十
七
条
主
タ
ル
債
務
者
カ
保
証
人
ト
連
帯
シ
テ
債
務
ヲ
負

担
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
四
百
三
十
三
条
乃
至
第
四
百
三
十
九
条
ノ

規
定
ヲ
適
用
ス{

臼
)

第
四
百
五
十
八
条
保
証
人
カ
主
タ
ル
債
務
者
ノ
委
託
ブ
受
ケ
テ
保
証

ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
珍
テ
過
失
ナ
ク
シ
テ
債
権
者
ニ
弁
済
ス
ヘ
キ
裁

判
一
音
波
ア
受
ケ
又
ハ
、
王
タ
ル
債
務
者
ニ
代
ハ
リ
テ
弁
済
ヲ
為
シ
其
他

自
己
ノ
出
掃
ア
以
テ
債
務
ヲ
消
滅
ゼ
シ
ム
ヘ
キ
行
為
ア
為
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
其
保
証
人
ハ
主
タ
ル
債
務
者
ニ
対
シ
テ
求
償
権
ア
有
ス

第
四
百
四
十
一
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
之
ア
準
用
ス

第
四
百
五
十
九
条

1
第
四
百
六
十
一
条
(
略
。
成
案
四
六

O
条

1
四

六
二
条
と
同
一
)

{
弘
)

第
四
百
六
十
二
条
第
四
百
四
十
二
条
ノ
規
定
ハ
保
設
人
ニ
之
ヲ
準
用

ス保
証
人
カ
主
タ
ル
債
務
者
ノ
委
託
ア
受
ケ
テ
保
証
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合

ニ
於
テ
諮
問
意
ニ
テ
弁
済
其
他
免
責
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
出
指
ヲ
為
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
第
四
百
四
十
二
条
ノ
規
定
ハ
主
タ
ル
債
務
者
ニ
モ
亦
之
ヲ
準

用
ス

第
四
百
六
十
三
条

(
白
山
)

第
四
百
六
十
四
条

〔
略
。
成
案
四
六
四
条
と
同
二

数
人
ノ
保
証
人
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
主
タ
ル
債
務
カ



不
可
分
ナ
ル
為
メ
又
ハ
各
保
証
人
カ
全
額
ヲ
弁
済
ス
ヘ
キ
特
約
ア
ル

為
メ
一
人
ノ
保
証
人
カ
全
額
其
他
自
己
ノ
負
担
部
分
ヲ
超
ユ
ル
額
ヲ

弁
済
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
四
百
十
一
条
乃
至
第
四
百
四
十
一
一
一
条
ノ
規
定

ヲ
準
用
ス

前
項
ノ
場
合
ニ
非
ス
シ
テ
互
ニ
連
帯
セ
サ
ル
保
証
人
ノ
一
人
カ
全
額

其
他
自
己
ノ
負
担
部
分
ヲ
超
ユ
ル
額
ヲ
弁
済
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
四
百

六
十
一
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
四
節
債
権
ノ
譲
渡

第
四
百
六
十
五
条

1
第
四
百
六
十
九
条
〔
略
。
成
案
四
六
六
条

1
四

七
O
条
と
同
二

{
随
)

第
四
百
七
十
条
前
条
ノ
規
定
ハ
証
書
ニ
債
権
者
ア
指
名
シ
タ
ル
モ
其

証
券
ノ
所
持
人
ニ
弁
済
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
附
記
シ
タ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用

ス
第
四
百
七
十
一
条

1
第
四
百
七
十
二
条
(
略
。
成
案
四
七
二
条

1
問

七
一
一
一
条
と
同
二

第
五
節
債
権
の
消
滅

第
一
款
弁
済

第
四
百
七
十
三
条
{
}
第
四
百
八
十
条
〔
略
。
成
案
四
七
四
条

1
四
八

一
条
と
同
二

第
四
百
八
十
一
条
債
務
者
カ
債
権
者
ノ
承
諾
ヲ
以
テ
共
負
担
シ
タ
ル

給
付
ニ
代
へ
他
ノ
給
付
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
給
付
ハ
弁
済
ト
同
一

ノ
効
力
ヲ
有
ス

民
法
成
立
史
一
斑
(
一

O
)
〈
阿
部
)

第
四
百
八
十
二
条

1
第
四
百
八
十
六
条

八
七
条
と
同
二

第
四
百
八
十
七
縛
債
務
者
刃
向
一
ノ
債
権
者
二
対
シ
テ
同
種
ノ
目
的

ヲ
有
ス
ル
数
個
ノ
償
務
ヲ
負
担
ス
ル
場
合
ニ
叫
が
テ
弁
済
ト
シ
テ
提
供

シ
タ
ル
給
付
カ
総
債
務
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
ニ
足
一
ブ
サ
ル
ト
キ
ハ
弁
済

者
ハ
給
付
ノ
時
二
於
テ
其
弁
済
ヲ
充
当
ス
ヘ
キ
債
務
ヲ
指
定
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

弁
済
者
カ
前
項
ノ
指
定
ヲ
為
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
弁
済
受
領
者
ハ
其
受
領

ノ
時
ニ
秒
テ
其
弁
済
ノ
充
当
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
但
弁
済
者
カ
其
充
当

ニ
対
シ
テ
夜
チ
ニ
異
議
ヲ
述
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

第
二
項
ノ
場
合
ニ
珍
テ
弁
済
ノ
充
当
ハ
相
手
方
ニ
対
ス
ル
意
思
表
示

ニ
依
リ
テ
之
ヲ
為
ス

第
四
百
八
十
八
条

1
第
四
百
八
十
九
条
(
略
。
成
案
四
八
九
条

1
四

九
O
条
と
同
ご

第
四
百
九
十
縛
債
務
者
カ
一
倍
又
ハ
数
個
ノ
債
務
ニ
付
キ
元
本
ノ
外

利
息
及
ヒ
費
用
ヲ
払
フ
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
弁
済
者
カ
其
債
務
ノ
全
部

ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
給
付
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
以
テ

順
次
ニ
費
用
、
利
息
及
ヒ
元
本
ニ
充
当
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
四
百
八
十
八
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
四
百
九
十
一
条

1
第
四
百
九
十
七
条
(
略
。
成
案
四
九
二
条

1
四

九
八
条
と
同
ニ

第
四
百
九
十
八
斜
債
務
者
ノ
為
メ
ニ
弁
済
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
其
弁
済

(
略
。
成
案
四
八
三
条

1
四

四



筑
波
法
政
第
二
十
四
号
〈
一
九
九
八
)

ト
同
時
二
債
権
者
ノ
承
諾
ヲ
得
テ
之
ニ
代
位
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
百
六
十
六
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
四
百
九
十
九
条

1
第
五
百
二
条
〔
略
。
成
案
五

O
O条
1
五

O
一一一

条
と
同
二

第
五
百
三
組
第
四
百
九
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
代
位
ヲ
為
ス
ヘ
キ

者
ア
ル
場
合
一
一
胎
テ
債
権
者
カ
故
意
又
ハ
惚
怠
一
一
因
リ
テ
其
担
保
ヲ

喪
失
又
ハ
減
少
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
代
位
ヲ
為
ス
ヘ
キ
者
ハ
其
喪
失
又
ハ

減
少
ニ
国
リ
償
還
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
限
度
ニ
珍

テ
共
責
ヲ
免
ル

第

二

款

相

殺

第
五
百
四
条

1
第
五
百
十
条
〔
略
。
成
案
五

O
五
条

i
五
一
一
条
と

同

二

第
五
百
十
一
条
第
悶
百
八
十
七
条
乃
至
第
四
百
九
十
条
ノ
規
定
ハ
相

殺
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第

三

款

更

改

第
五
百
十
二
条

1
第
五
百
十
四
条
〔
略
。
成
案
五
二
一
一
条

1
五
一
五

条
と
同
二(

邸
)

第
五
百
十
五
条
第
四
百
六
十
七
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
債
権
者
ノ
交
替

ニ
因
ル
更
改
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
五
百
十
六
条

1
第
五
百
十
七
条

条
と
同
二

第
四
款

〔
略
。
成
案
五
一
七
条

1
五
一
八

免
除

四

第
五
百
十
八
条
〔
略
。
成
案
五
一
九
条
と
同
二

第

五

款

混

同

(
山
田
〉

第
五
百
十
九
条
債
権
及
ヒ
債
務
カ
同
一
人
ニ
帰
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
債

権
ハ
消
滅
ス

第

二

章

契

約

第

二

郎

総

則

第
一
款
契
約
ノ
成
立

第
五
百
二
十
条

1
第
五
百
三
十
一
条
〔
略
。
成
案
五
二
一
条

1
五
三

二
条
と
同
二第

二
款
契
約
ノ
効
力

第
五
百
一
一
一
十
二
条
〔
略
。
成
案
五
三
三
条
と
同
二

(
防
)

第
五
百
三
十
三
条
特
定
物
ニ
関
ス
ル
物
権
ノ
設
定
又
ハ
移
転
ヲ
以
テ

双
務
契
約
ノ
目
的
ト
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
珍
テ
其
物
カ
債
務
者
ノ
資
ニ

帰
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
由
ニ
因
リ
テ
滅
失
又
ハ
段
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其

滅
失
又
ハ
致
損
ハ
債
権
者
ノ
負
担
ニ
帰
ス

不
特
定
物
ニ
関
ス
ル
契
約
二
付
テ
ハ
第
四
百
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依

リ
テ
其
物
カ
確
定
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
前
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

第
五
百
三
十
四
条

1
第
五
百
三
十
七
条
〔
略
。
成
案
五
三
五
条

1
五

一
ニ
八
条
と
同
二

{
町
田
}

第
五
百
三
十
八
条
第
五
百
三
十
六
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
契
約
二
基
因
ス
ル

抗
弁
ハ
債
務
者
之
ヲ
以
テ
其
契
約
ノ
利
益
ヲ
受
ク
ヘ
キ
第
三
者
ニ
対

抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得



第
三
款
契
約
ノ
解
除

第
五
百
三
十
九
条

1
第
五
百
四
十
四
条

四
五
条
と
同
二

(
釘
)

第
五
百
四
十
五
条
第
五
百
三
十
二
条
ノ
規
定
ハ
前
条
ノ
場
合
ニ
之
ヲ

準
用
ス

第
五
百
四
十
六
条

1
第
五
百
四
十
七
条
〔
略
。
成
案
五
回
七
条

1
五

四
八
条
と
同
二

第
二
節
贈
与

第
五
百
四
十
八
条

1
第
五
百
五
十
三
条
(
略
。
成
案
五
四
九
条
1
五

五
四
条
と
間
二

舶弟一一一川即古川ん同氏

第
{
款
総
則

F

由、

第
五
百
五
十
四
条
売
買
ハ
当
事
者
ノ
一
方
カ
或
権
利
ヲ
相
手
方
ニ
移

転
ス
ル
コ
ト
ア
約
シ
相
手
方
カ
之
ニ
其
代
金
ヲ
払
ブ
コ
ト
ヲ
約
ス
ル

ニ
悶
リ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス

第
五
百
五
十
五
操
〔
略
。
成
案
五
五
六
条
と
間
二

第
五
百
五
十
六
挺
民
主
カ
売
主
ニ
手
附
ヲ
交
付
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
事

者
ノ
一
方
カ
契
約
ノ
履
行
ニ
著
子
ス
ル
マ
テ
ハ
賀
、
五
ハ
其
手
附
ブ
掬

棄
シ
売
主
ハ
其
倍
額
ヲ
償
還
シ
テ
契
約
ノ
解
除
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
五
白
四
十
四
第
一
一
一
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス

第
五
百
瓦
十
七
条
1
第
五
百
五
十
八
条
〔
略
。
成
業
五
五
八
条
1
五

五
九
条
と
間
二

(
略
。
成
案
五
四

O
条

1
五

民
法
成
立
史
一
斑
(
一

O
)
(阿
部
)

第
二
款
売
買
ノ
効
力

第
五
百
五
十
九
条

1
第
五
百
六
十
八
条

六
九
条
と
同
二

第
五
百
六
十
九
条
売
買
ノ
目
的
物
ニ
隠
レ
タ
ル
回
収
庇
ア
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
第
五
百
六
十
五
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
但
強
制
競
売
ノ
場
合
ハ
此
限

ニ
在
ラ
ス

第
五
百
七
十
条
第
五
百
三
十
二
条
ノ
規
定
ハ
第
五
百
六
十
二
条
乃
至

第
五
百
六
十
五
条
及
ヒ
前
条
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
五
百
七
十
一
条

1
第
五
百
七
十
七
条
〔
略
。
成
案
五
七
二
条

1
五

七
八
条
と
同
二

第
一
一
一
款
貫
一
炭

第
五
百
七
十
八
棟
〔
略
。
成
案
五
七
九
条
と
間
二

第
五
百
七
十
九
条
寅
一
炭
ノ
期
間
ハ
五
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ア
得
ス
若
シ

之
ヨ
リ
出
火
キ
期
間
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
五
年
ニ
短
縮
ス

賢
一
炭
ニ
付
キ
期
間
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
後
日
之
ヲ
仲
長
ス
ル
コ
ト
ア

得
ス

問
問
一
戻
一
一
付
キ
期
間
ヲ
定
メ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
二
年
内
ニ
之
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
要
ス

第
五
百
八
十
条
容
〔
略
。
成
案
五
八
一
条
と
同
一
〕

第
五
百
八
十
一
条
売
主
ノ
債
権
者
カ
第
四
汀
二
十
二
条
ノ
規
定
ニ
依

リ
売
主
ニ
代
ハ
リ
テ
山
口
一
一
炭
ヲ
為
サ
ン
卜
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
町
民
主
ハ
裁
判

所
ニ
紗
テ
選
定
シ
タ
ル
鑑
定
人
ノ
評
価
ニ
従
ヒ
不
動
産
ノ
現
時
ノ
価

〔
略
。
成
案
五
六

O
条

1
五

~_g 



筑
波
法
政
第
二
十
四
日
ぢ
(
一
九
九
八
)

額
ヨ
リ
売
主
カ
返
還
ス
ヘ
キ
金
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
残
額
二
逮
ス
ル
マ

テ
売
主
ノ
債
務
ブ
弁
済
シ
尚
ホ
余
剰
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
売
主
ニ
返
還

シ
テ
貿
戻
権
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
百
八
十
二
条

1
第
五
百
八
十
三
条
〔
略
。
成
案
五
八
三
条

1
五

八
四
条
と
同
二

第
五
百
八
十
四
条
前
条
ノ
場
合
ニ
診
テ
貿
主
カ
不
動
産
ノ
競
落
人
ト

為
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
売
主
ハ
競
売
ノ
代
金
及
ヒ
第
五
百
八
十
二
条
ニ
掲

ケ
タ
ル
費
用
ヲ
払
ヒ
テ
問
題
(
一
民
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
ニ
診
テ
ハ
売

主
ハ
其
不
動
産
ノ
全
部
ノ
所
有
権
ヲ
取
得
ス

他
ノ
共
有
者
ヨ
リ
分
割
ヲ
請
求
シ
タ
ル
ニ
悶
リ
四
国
一
、
王
カ
競
落
人
ト
為

リ
タ
ル
ト
キ
ハ
売
、
王
ハ
其
持
分
ノ
ミ
ニ
付
キ
賢
一
炭
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

ス

第
四
節
交
換

第
五
百
八
十
五
条
〔
略
。
成
案
五
八
六
条
と
同
二

第
五
節
消
費
貸
借

第
五
百
八
十
六
条

1
第
五
百
九
十
条
〔
略
。
成
案
五
八
七
条

1
五
九

一
条
と
同
二

第
五
百
九
十
一
純
借
主
カ
第
五
百
八
十
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
返
還

ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
時
二
珍
ケ
ル
物
ノ
価

額
ヲ
償
還
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
第
四
百
一
条
第
二
項
ノ
場
合
ハ
此
限

ニ
在
ラ
ス第

六
節

使
用
貸
借

四

四

第
五
百
九
十
二
条

i
第
五
百
九
十
三
条

九
四
条
と
同
二

第
五
百
九
十
四
条
借
主
ハ
借
用
物
ノ
通
常
ノ
必
要
融
資
ヲ
負
担
ス

此
他
ノ
費
用
た
)
付
テ
ハ
第
五
百
八
十
二
条
第
二
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
五
百
九
十
五
条
第
五
百
五
十
条
ノ
規
定
ハ
使
用
貸
借
一
一
之
ヲ
準
用

ス
第
五
百
九
十
六
条

1
第
五
百
九
十
九
条
〔
略
。
成
案
五
九
七
条

1
六

0
0条
と
間
二

第
七
節
賃
貸
借

第
一
款
総
則

第
六
百
条
一
則
一
六
百
二
条
〔
略
。
成
案
六

O
一
条

1
六
O
一
二
条
と
同
二

第
六
百
三
条
賃
貸
借
ノ
存
続
期
間
ハ
十
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
若

シ
之
ヨ
リ
長
キ
期
間
ヲ
以
テ
賃
貸
借
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
期
間
ハ

之
ア
十
年
ニ
短
縮
ス

前
項
ノ
期
間
ハ
之
ヲ
更
新
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
更
新
ノ
時
ヨ
リ
十
年
ヲ

超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
款
賃
貸
借
ノ
効
力

第
六
百
四
条

1
第
六
百
十
四
条
〔
略
。
成
案
六

O
五
条

i
六
一
五
条

と
同
二

第
六
百
十
五
一
絢
第
五
百
九
十
三
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
六
条
第
一

項
及
ヒ
第
五
百
九
十
七
条
ノ
規
定
ハ
賃
貸
借
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
三
款
賃
貸
借
ノ
終
了

〔
略
。
成
案
五
九
三
条

1
五



(
泣
)

(ω) 

第
六
百
十
六
条
当
事
者
カ
賃
貸
借
ノ
期
間
ヲ
定
メ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
各

当
事
者
ハ
何
時
ニ
テ
モ
解
約
ノ
申
入
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
ニ
が

テ
ハ
賃
貸
借
ハ
解
約
申
入
ノ
後
左
ノ
期
間
ヲ
経
過
シ
タ
ル
ニ
因
リ
テ

終
了
ス一

土
地
ニ
付
テ
ハ
一
年

二
建
物
ニ
付
テ
ハ
一
小
月

三
貸
席
及
ヒ
動
産
ニ
付
テ
ハ
一
日

収
穫
季
節
ア
ル
土
地
ノ
賃
貸
借
ニ
付
テ
ハ
其
季
節
後
次
ノ
耕
作
ニ
著

手
ス
ル
前
ニ
解
約
ノ
申
入
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
百
十
七
株
(
略
。
成
杢
ハ
一
八
条
と
間
二

第
六
百
十
八
条
賃
貸
借
ノ
期
間
満
了
ノ
後
賃
借
入
カ
賃
借
物
ノ
使
用

又
ハ
収
益
ヲ
継
続
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
賃
貸
人
カ
之
ブ
知
リ
テ
国
語
紙
ヲ

述
へ
サ
ル
ト
キ
ハ
前
賃
貸
借
ト
同
一
ノ
条
件
ヲ
以
テ
更
ニ
賃
貸
借
ヲ

為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
定
ス
但
各
当
事
者
ハ
第
六
百
十
六
条
ノ
規
定
ニ

依
リ
テ
解
約
ノ
申
入
ブ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

前
賃
貸
借
一
一
付
キ
当
事
者
カ
担
保
ヲ
供
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
担
保
ハ
期

間
ノ
満
了
ニ
凶
リ
テ
消
滅
ス
但
敷
金
ハ
此
限
ニ
在
一
フ
ス

第
六
百
十
九
条
〔
略
。
成
案
六
二

O
条
と
同
二

A

問、

第
六
百
二
十
条
賃
借
入
カ
破
産
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
賃
貸
借

二
期
間
ノ
定
ア
ル
ト
キ
ト
雛
モ
賃
貸
人
又
ハ
破
産
管
財
人
ハ
第
六
百

十
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
解
約
ノ
中
入
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
得
此
場
合
ニ

松
テ
ハ
各
当
事
者
ハ
相
手
方
ニ
対
シ
解
約
ニ
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
損
害

民
法
成
立
史
一
瑛
(
一

O
)
(阿
部
)

ノ
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

(
関
)

第
六
百
二
十
一
条
第
五
百
九
十
九
条
ノ
規
定
ハ
賃
貸
借
ニ
之
ヲ
準
用

ス

第
八
節
一
雇
傭

第
六
百
二
十
二
条

1
第
六
百
二
十
七
条

二
八
条
と
同
二

(
脱
)

第
六
百
二
十
八
条
雇
傭
ノ
期
間
満
了
ノ
後
労
務
者
カ
引
続
キ
其
労
務

一
一
般
ス
ル
場
合
一
一
珍
テ
使
用
者
カ
之
ヲ
知
リ
テ
異
議
ヲ
述
ヘ
サ
ル
ト

キ
ハ
前
一
履
傭
ト
同
一
ノ
条
件
ヲ
以
テ
更
ニ
雇
傭
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト

推
定
ス
侭
各
当
事
者
ハ
第
六
百
二
十
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
解
約
ノ

市
中
入
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

前
一
層
傭
-
一
付
キ
当
事
者
カ
担
保
ヲ
供
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
茶
担
保
ハ
期
間

ノ
満
了
ニ
因
れ
テ
消
滅
ス
但
身
元
保
証
金
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

第
六
百
二
十
軌
条
第
六
百
十
九
条
ノ
規
定
ハ
麗
鱗
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
六
百
五
十
条
使
用
者
カ
破
産
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
一
雇
一
傭
ニ

期
間
ノ
定
ア
ル
ト
キ
ト
錐
モ
労
務
者
又
ハ
破
産
管
財
人
ハ
第
六
百
二

十
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
解
約
ノ
申
入
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
ニ

紗
テ
ハ
各
当
事
者
ハ
相
手
方
ニ
対
シ
解
約
ニ
国
リ
テ
生
シ
タ
ル
損
害

/
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ア
得
ス

第
九
節
請
負

第
六
百
三
十
一
株
〔
略
。
成
案
六
一
…
一
二
条
と
同
二

第
六
百
一
二
十
二
条
報
酬
ハ
仕
事
ノ
目
的
物
ノ
引
渡
ト
同
時
二
之
ア
与

〔
略
。
成
案
六
二
三
条

i
六

四
三
五



筑
波
法
政
第
二
十
四
号
(
一
九
九
八
)

フ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
物
ノ
引
渡
ヲ
要
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
第
六
百
二
十
一
一
一

条
第
一
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

{
鈎
)

第
六
百
一
二
十
三
条
仕
事
ノ
目
的
物
-
一
綴
庇
ア
ル
ト
キ
ハ
注
文
者
ハ
誇

負
人
ニ
対
シ
相
当
ノ
期
限
ヲ
定
メ
テ
其
破
滅
ノ
修
補
ヲ
諮
求
ス
ル
コ

ト
ヲ
待
但
翻
相
続
カ
重
要
ナ
ラ
サ
ル
場
合
ニ
珍
テ
其
修
補
カ
過
分
ノ
費

用
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

注
文
者
ハ
綴
庇
ノ
修
補
ニ
代
へ
又
ハ
其
修
補
ト
共
ニ
損
害
賠
償
ノ
請

求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
ニ
が
テ
ハ
第
五
百
三
十
二
条
ノ
規
定
ヲ

準
照
ス

第
六
百
三
十
四
条

1
第
六
百
三
十
五
条
〔
略
。
成
案
六
三
五
条

1
六

一
ニ
ム
ハ
条
と
同
二

{
曲
師
}

第
六
百
三
十
六
条
前
三
条
ニ
定
メ
タ
ル
殺
庇
修
補
又
ハ
損
害
賠
償
ノ

請
求
及
ヒ
契
約
ノ
解
除
ハ
仕
事
ノ
目
的
物
ヲ
引
渡
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
一

年
内
ニ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
百
三
十
七
縛
土
地
ノ
工
作
物
ノ
請
負
人
ハ
其
工
作
物
又
ハ
地
盤

ノ
暇
庇
ニ
付
テ
ハ
引
渡
ノ
後
五
年
間
其
担
保
ノ
資
ニ
任
ス
但
此
期
間

ハ
石
造
、
土
造
、
煉
瓦
造
又
ハ
金
属
造
ノ
工
作
物
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
十

年
ト
ス

工
作
物
カ
前
項
ノ
壊
滅
ニ
困
リ
テ
滅
失
又
ハ
毅
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
注

文
者
ハ
其
滅
失
文
ハ
毅
損
ノ
時
ヨ
リ
一
年
内
ニ
第
六
百
三
十
三
条
ノ

権
利
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
百
一
一
一
十
八
剣
第
六
百
三
十
六
条
及
ヒ
前
条
第
一
項
ノ
期
間
ハ
普

四一一一六

通
ノ
時
効
期
閣
内
ニ
限
リ
契
約
ヲ
以
テ
之
ヲ
伸
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
百
三
十
九
条
請
負
人
ハ
第
六
百
三
十
三
条
及
ヒ
第
六
百
三
十
四

条
ニ
定
メ
タ
ル
担
保
ノ
責
任
ヲ
負
ハ
サ
ル
旨
ヲ
特
約
シ
タ
ル
ト
キ
ト

難
モ
其
知
リ
テ
告
ケ
サ
リ
シ
事
実
ニ
付
テ
ハ
其
資
ヲ
免
ル
ル
コ
ト
ヲ

得
ス

第
六
百
四
十
条

3
第
六
百
四
十
一
条
〔
略
。
成
案
六
四
一
条

1
六
回

ニ
条
と
間
二

第
十
節
委
任

第
六
百
四
十
二
条

1
第
六
百
四
十
六
条
〔
略
。
成
案
六
四
三
条

1
六

四
七
条
と
同
二

第
六
百
四
十
七
縛
受
任
者
ハ
特
約
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
委
任
者
ニ
対
シ

テ
報
酬
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

受
任
者
カ
報
酬
ヲ
受
ク
ヘ
キ
場
合
ニ
診
テ
ハ
委
任
履
行
ノ
後
ニ
非
サ

レ
ハ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
期
間
ア
以
テ
報
酬
ア
定
メ
タ
ル

ト
キ
ハ
第
六
百
二
十
一
一
一
条
第
二
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

委
任
カ
受
任
者
ノ
費
ニ
帰
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
由
ニ
因
リ
其
履
行
ノ
半

途
ニ
珍
テ
終
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
受
任
者
ハ
其
既
ニ
為
シ
タ
ル
履
行
ノ

割
合
ニ
応
シ
テ
報
酬
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
百
四
十
八
条
〔
略
。
成
案
六
四
九
条
と
同
一
〕

第
六
百
四
十
九
斜
受
任
者
カ
委
任
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
ニ
必
要
ト
認
ム

ヘ
キ
費
用
ヲ
出
タ
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
委
任
者
ニ
対
シ
テ
其
費
用
及
ヒ
支

出
ノ
日
以
後
ニ
珍
ケ
ル
其
利
息
ノ
償
還
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得



受
任
者
カ
必
要
ト
認
ム
ヘ
キ
債
務
ヲ
負
担
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
委
任
者
ヲ

シ
テ
自
己
ニ
代
ハ
リ
テ
其
弁
済
ヲ
為
サ
シ
メ
又
其
債
務
カ
弁
済
期
ニ

在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
担
保
ヲ
供
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

受
任
者
カ
委
任
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
為
メ
自
己
ニ
過
失
ナ
ク
シ
テ
損
害

ア
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
委
任
者
ニ
対
シ
テ
其
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ

日
ヴ

，Z
I
 

第
六
百
五
十
条

5
J

〔
略
。
成
案
六
五
一
条
と
間
二

第
六
百
五
十
一
斜
第
六
百
十
九
条
ノ
規
定
ハ
委
任
ニ
之
ヲ
準
照
ス

第
六
百
五
ト
二
条

i
第
六
百
五
十
五
条
〔
略
。
成
案
」
ハ
一
九
一
一
一
条

1
六

五
六
条
と
間
二

第
十
一
節
寄
託

第
六
百
五
十
六
条

1
第
六
百
六
十
三
条
〔
略
。
成
案
六
五
七
条

1
六

六
四
条
と
同
二

三川
W
A」

第
六
百
六
十
四
条
第
六
百
四
十
五
条
乃
南
第
六
百
四
十
八
条
及
ヒ
第

六
約
四
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
ノ
規
定
ハ
寄
託
ニ
之
ア
準
用
ス

第
六
百
六
十
五
条
〔
略
。
成
案
六
六
六
条
と
悶
一
)

W
}
 

第
十
二
節
会
社

(
掬
)

第
六
川
六
十
六
条
会
社
契
約
ハ
各
当
事
者
カ
出
資
ヲ
為
シ
テ
共
間
ノ

事
業
ヲ
川
村
山
ム
コ
ト
ヲ
約
ス
ル
ニ
凶
リ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス

出
資
ハ
労
務
ヲ
以
テ
其
目
的
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
梓

(仙明

第
六
百
六

1
七
条
各
社
員
ノ
出
資
其
他
/
会
初
財
産
ハ
総
社
長
ノ
共

有
二
回
胸
ス

民
法
成
立
山
グ
二
簡
明
(
一

O
)
(阿
部
)

h

醐
)

第
六
百
六
十
八
条
金
銭
ヲ
以
テ
出
資
ノ
詩
的
ト
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
於

テ
社
員
カ
其
出
資
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
利
息
ヲ
払
ブ

外
出
向
ホ
損
害

μ賠
償
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

一
川
叩
」

第
六
百
六
十
九
条
会
社
ノ
業
務
執
行
ハ
社
員
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ

決
ス

会
社
契
約
ア
以
テ
業
務
ノ
執
行
ヲ
委
任
シ
タ
ル
者
数
人
ア
ル
ト
キ
ハ

其
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
ス

会
社
ノ
常
務
ハ
前
二
項
ノ
規
定
ニ
拘
ハ
ラ
ス
各
社
員
又
ハ
各
業
務
執

行
者
之
ヲ
専
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
其
結
了
前
ニ
他
ノ
社
員

X
ハ
業
務

執
行
者
ヵ
四
一
一
議
ヲ
述
へ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
一
フ
ス

第
六
百
七
十
条
会
社
ノ
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
社
員
ニ
ハ
第
六
百
四
十
一
一
一

条
乃
長
第
一
例
百
四

1
九
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
六
百
七
十
条
会
社
契
約
ヲ
以
テ
一
人
又
ハ
数
人
ノ
社
員
二
業
務
ノ

執
行
ヲ
委
任
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
英
社
員
ハ
正
当
ノ
事
由
ア
ル
ニ
非
サ
レ

ハ
所
任
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
又
解
任
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

正
当
ノ
事
山
間
二
一
凶
リ
テ
解
任
タ
為
ス
一
一
ハ
他
ノ
社
員
ノ
一
致
ア
ル
コ

ト
ヲ
袈
ス

第
六
百
七
十
二
条
会
社
員
ハ
会
社
ノ
業
務
司
ノ
執
行
ス
ル
権
利
ヲ
右
セ

サ
ル
ト
キ
ト
雛
モ
其
業
務
及
ヒ
会
社
財
産
ノ
状
況
ヲ
検
査
ス
ル
コ
ト

7

E

 

-
V

〆
街
化
!
句
一

円
叫
)

第
六
百
七
十
条
当
事
者
カ
損
続
分
配
ノ
割
合
ヲ
定
メ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ

茶
割
合
ハ
各
社
員
ノ
出
資
ノ
価
額
ニ
応
シ
テ
之
ヲ
定
ム

四一一一七



筑
波
法
政
第
二
十
四
号
(
一
九
九
八

利
益
又
ハ
損
失
一
一
付
テ
ノ
ミ
分
配
ノ
割
合
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
割

合
ハ
利
益
及
比
損
失
ニ
共
通
ナ
ル
モ
ノ
ト
推
定
ス

第
六
百
七
十
四
条
会
社
ノ
債
権
者
ハ
其
債
権
発
生
ノ
当
時
社
員
ノ
損

失
分
担
ノ
割
合
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
各
社
員
ニ
対
シ
均
一
部
分
ニ

付
キ
其
権
利
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

(出〉

第
六
百
七
十
五
条
社
員
カ
会
社
財
産
ニ
付
キ
其
持
分
ヲ
処
分
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
其
処
分
ハ
之
ヲ
以
テ
会
社
及
ヒ
会
社
ト
取
引
ヲ
為
シ
タ
ル
第

三
者
二
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
符
ス

社
員
ハ
清
算
前
ニ
会
社
財
産
ノ
分
割
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

(
附
)

第
六
百
七
十
六
条
会
社
ノ
債
務
者
ハ
其
債
務
ト
社
員
二
対
ス
ル
債
権

ト
ヲ
相
殺
ス
仙
)
コ
ト
ヲ
得
ス

第
六
百
七
十
七
条
会
社
契
約
ヲ
以
テ
会
社
ノ
存
続
期
間
ヲ
定
メ
サ
リ

シ
ト
キ
又
ハ
或
社
員
ノ
終
身
閉
会
社
ノ
存
続
ス
ヘ
キ
コ
ト
ア
定
メ
タ

ル
ト
キ
ハ
各
社
員
ハ
何
時
ニ
テ
モ
退
社
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
但
己
ム
コ

ト
ヲ
得
サ
ル
事
由
ア
ル
場
合
ヲ
徐
ク
外
会
社
ノ
為
メ
不
利
ナ
ル
時
期

ニ
貯
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

会
社
ノ
存
続
期
間
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ト
雄
モ
各
社
員
ハ
巴
ム
コ
ト
ヲ

得
サ
ル
事
由
げ
)
ル
ト
キ
ハ
退
社
ブ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
六
百
七
十
八
条
前
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
場
合
ノ
外
社
員
ハ
左
ノ
事
由
ニ

因
リ
テ
退
社
ス

一
死
亡

ニ

破

産

四一一一八

三

禁

治

藤

田

徐

名

第
六
百
七
十
九
条
社
員
一
ノ
除
名
ハ
正
当
ノ
事
由
ア
ル
場
合
ニ
限
リ
他

ノ
社
員
ノ
一
致
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
但
除
名
シ
タ
ル
社
員
二

其
旨
ヲ
通
知
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
以
テ
其
社
員
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ス

L

第
六
百
八
十
条
退
社
員
ト
他
ノ
社
員
ト
ノ
間
ノ
計
算
ハ
退
社
ノ
当
時

ニ
於
ケ
ル
会
社
財
産
ノ
状
況
ニ
従
ヒ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

退
社
員
ノ
持
分
ハ
其
出
資
ノ
種
類
如
何
ヲ
附
ハ
ス
金
銭
ヲ
以
テ
之
ヲ

払
一
戻
ス
コ
ト
ア
得

退
社
ノ
当
時
二
於
テ
未
タ
結
了
セ
サ
ル
事
項
ニ
付
テ
ハ
其
結
了
後
ニ

計
算
ヲ
為
ス

ρト
ヲ
得

第
六
百
八
十
一
条
会
社
ハ
其
目
的
タ
ル
事
業
ノ
成
功
又
ハ
英
成
功
ノ

不
能
ニ
間
リ
ザ
)
解
散
ス

第
六
百
八
十
二
条
巳
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
各
社
員
ハ

会
社
ノ
解
散
日
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
百
八
十
一
一
一
条
第
六
百
十
九
条
ノ
規
定
ハ
会
社
契
約
一
一
之
ヲ
準
用

ス

(
川
)

第
六
百
八
十
四
条
会
社
カ
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
清
算
ハ
総
社
員
共
同

ニ
テ
又
ハ
其
選
任
シ
タ
ル
者
ニ
が
テ
之
ヲ
為
ス

清
算
人
ノ
選
低
ハ
総
社
員
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
ス

第
六
百
八
十
五
条
清
算
人
数
人
ア
ル
ト
キ
ハ
第
六
百
六
十
九
条
ノ
規



定
ヲ
準
用
ス

第
六
百
八
十
六
条
会
社
契
約
ヲ
以
テ
社
員
中
ヨ
リ
清
算
人
ヲ
選
任
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
第
六
百
七
十
一
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
六
百
八
十
主
利
清
算
人
ノ
職
務
及
ヒ
権
限
ニ
付
テ
ハ
第
七
十
八
条

ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

残
余
財
産
ハ
各
社
員
ノ
出
資
ノ
価
額
二
応
シ
テ
之
ヲ
分
割
ス

第
十
三
節
終
身
定
期
金

第
六
百
八
十
八
条
j
第
六
百
九
十
条
〔
略
。
成
案
六
八
九
条

1
六
九

一
条
と
間
一
戸
別
)

第
六
百
九
十
一
条
第
五
百
三
十
二
条
ノ
規
定
ハ
前
条
ノ
場
合
ニ
之
ブ

準
用
ス

第
六
百
九
十
二
紙
死
亡
カ
定
期
金
債
務
者
ノ
責
ニ
帰
ス
ヘ
キ
事
由
ニ

悶
リ
テ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
債
権
者
又
ハ
其
相
続
人
ノ
請
求

一
一
凶
リ
相
当
ノ
期
間
債
権
ノ
存
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
宣
告
ス
ル
コ
ト
ア
得

前
項
ノ
規
定
ハ
第
六
百
九
十
条
ニ
定
メ
タ
ル
権
利
ノ
行
使
ヲ
妨
ケ
ス

第
六
百
九
十
三
条
〔
略
。
成
案
六
九
四
条
と
同
二

第
十
四
節
和
解

第
六
百
九
」
1

四
条

i
第
六
百
九
十
五
条

九
六
条
と
同
ニ

第
三
章
一
事
務
管
理

第
六
百
九
十
六
条
i
第
六
百
九
十
九
条

0
0条
と
同
二

民
法
成
立
史
一
一
段
(
一

O
)
(阿
部
)

〔
略
。
成
案
六
九
五
条

1
ムハ

〔
略
。
成
案
六
九
七
条

i
七

第
七
百
条
第
六
百
四
十
四
条
乃
至
第
六
百
四
十
六
条
ノ
規
定
ハ
事
務

管
理
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
七
百
一
条
管
理
者
カ
本
人
ノ
為
メ
ニ
有
益
ナ
ル
費
用
ヲ
出
タ
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
本
人
ニ
対
シ
テ
其
償
還
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ア
得

管
理
者
カ
本
人
ノ
為
メ
ニ
有
益
ナ
ル
債
務
ヲ
負
担
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
第

六
百
四
十
九
条
第
二
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

管
理
者
カ
本
人
ノ
意
思
一
一
反
シ
テ
管
理
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
人
カ

現
ニ
利
益
ヲ
受
ク
ル
限
度
ニ
妙
テ
ノ
ミ
前
二
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

第
四
章
不
当
利
得

第
七
百
二
条

1
第
七
百
七
条
〔
略
。
成
案
七

O
三
条

1
七
O
八
条
と

間

二
第
五
章
不
法
行
為

第
七
百
八
条

1
第
七
百
二
十
条
〔
略
。
成
案
七

O
九
条

1
七
一
一
一
条

と
同
一
〕

t}

第
七
百
二
十
一
条
第
四
百
十
六
条
ノ
規
定
ハ
不
法
行
為
ニ
因
ル
損
害

ノ
賠
償
ニ
之
ヲ
準
用
ス

被
害
者
二
過
失
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
損
害
賠
償
ノ
額
ヲ
定
ム

ル
ニ
付
キ
之
ブ
掛
酌
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
百
二
十
二
条

1
第
七
百
二
十
一
一
一
条

二
四
条
と
間
二

(
略
。
成
案
七
二
三
条

1
七

四一一一九



筑
波
法
政
第
二
十
四
号
(
一
九
九
八
)

注

(
1
)

活
字
本
。
目
次
八
頁
お
よ
び
本
文
二
一
一
一
二
頁
か
ら
成
る
。
目

次
二
貝
右
上
に
「
秘
」
の
押
印
が
あ
る
。
厚
紙
で
製
本
さ
れ
、
表

紙
(
背
)
に
寸
民
法
革
案
」
と
印
字
さ
れ
て
い
る
。
福
島
正
夫
編

『
穂
積
陳
重
博
士
と
明
治
・
大
正
期
の
立
法
事
業
』
〈
昭
和
四
二

年
民
法
成
立
過
程
研
究
会
。
問
編
『
穂
積
陳
重
立
法
関
係
文
書

の
研
究
』
〔
平
成
元
年
信
山
社
〕
所
収
)
一

O
一
ニ
真
に
よ
る
と
、

民
法
第
一
編
な
い
し
第
一
ニ
編
の
第
二
次
整
理
確
定
案
で
あ
る
。
入

手
し
に
く
い
資
料
の
よ
う
な
の
で
、
全
文
を
採
録
す
る
こ
と
に
し

た
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
都
合
上
、
日
次
お
よ
び
成
立
し
た
条
文
〈
明

治
ニ
九
年
法
律
八
九
号
。
以
下
、
「
成
案
」
と
略
称
)
と
同
一
内

容
の
案
文
は
省
略
し
た
。

(
2
)

配
布
の
日
が
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
十
七
」
と
欝
き
込

ま
れ
て
い
る
。

(3)

第
一
条
の
米
尾
に
「
七
一
一
一
に
と
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ

る。
(4)

「
遺
贈
若
ク
ハ
贈
与
」
を
「
贈
与
若
ク
ハ
遺
贈
L

に
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
(
ニ
ヵ
所
)
が
あ
る
。

(5)

「
第
六
百
一
条
」
を
「
第
六
百
二
条
」
に
訂
正
す
る
旨
の
朱

字
の
欝
込
み
が
あ
る
。

(6)

「
ナ
リ
」
を
削
除
す
る
旨
の
朱
点
の
書
込
み
が
あ
る
。

(7)

「
十
年
間
」
を
「
七
年
間
」
に
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
蓄
込

み
が
あ
る
。

四
四

O

(
8
)

「
区
劃
」
を
「
区
叢
」
と
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が

あ
る
。

(
9
)

「
四
分
三
」
を
「
四
分
ノ
一
一
一
」
に
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書

込
み
が
あ
る
。

(
叩
)
「
得
」
を
「
得
ス
」
と
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
議
込
み
が
あ

る
0

・

(
日
)
「
五
分
一
」
を
「
五
分
ノ
ご
に
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
欝

込
み
が
あ
る
。

(
ロ
)
「
四
分
三
」
を
「
四
分
ノ
三
」
に
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書

込
み
が
あ
る
。

(
日
)
第
二
項
と
し
て
、
次
の
と
お
り
追
加
す
る
旨
の
朱
字
の
審
込

み
が
あ
る
。

「
前
項
ノ
場
合
ニ
が
テ
理
事
ハ
直
チ
ニ
破
産
宣
告
ノ
請
求
ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」

(M)

「
規
定
ニ
反
シ
」
を
「
規
定
ニ
違
反
シ
又
ハ
」
に
訂
正
す
る

旨
の
朱
字
の
書
込
み
、
お
よ
び
「
ヲ
備
へ
ス
又
ハ
之
」
を
削
除
す

る
旨
の
朱
点
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
日
)
第
二
項
を
削
除
す
る
旨
の
朱
点
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
同
)
「
請
求
ハ
」
の
後
に
「
訴
ノ
」
を
挿
入
す
る
旨
の
朱
字
の
蓄

込
み
が
あ
る
。

{
口
)
「
当
リ
」
を
「
当
タ
リ
」
と
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
脅
込
み

が
あ
る
。



(
日
)
「
所
有
権
以
外
ノ
L

を
「
債
権
又
ハ
所
有
権
ニ
非
サ
ル
」
に

訂
正
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
第
二
項
に
移
し
、
第
一
項
と
し
て
、

次
の
と
お
り
追
加
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

「
債
権
ハ
十
年
間
之
ヲ
行
ハ
サ
ル
ニ
悶
リ
テ
消
滅
ス
」

(
印
)
全
文
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
繋
込
み
が
あ

る。
「
定
期
金
ノ
債
権
ハ
第
一
間
ノ
弁
済
期
ヨ
リ
二
十
年
間
之
ヲ
行

ハ
サ
ル
ニ
悶
リ
テ
消
滅
ス
最
後
ノ
弁
済
期
ヨ
リ
十
年
間
之
ヲ
行

ハ
サ
ル
ト
キ
亦
同
シ

定
期
金
ノ
債
権
者
ハ
時
効
中
断
ノ
証
ヲ
得
ル
為
メ
何
時
ニ
テ
モ

其
債
務
者
ノ
承
認
脅
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」

(
却
)
「
裁
判
」
を
「
事
件
終
了
」
に
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
計
込

み
が
あ
る
。

(
幻
)
第
一
号
・
第
二
円
げ
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
但
者
一
を
削
除
す
る
旨

の
朱
点
の
諜
込
み
が
あ
る
。

(
詑
)
「
二
十
日
内
」
を
「
一
小
河
内
」
に
訂
正
す
る
ぽ
の
朱
字
の

書
込
み
が
あ
る
。

(
ね
)
「
排
水
」
の
後
の
「
、
」
を
削
除
す
る
回
目
の
朱
点
の
書
込
み

ま
一
〉
〉
。

カふ
d
y
-

(
叫
)
「
所
有
者
ハ
」
の
後
に
「
直
チ
一
一
」
を
挿
入
す
る
回
目
の
朱
字

の
書
込
み
、
お
よ
び
「
磁
界
又
ハ
投
(
近
傍
ニ
L

を
削
除
す
る
百
の

朱
点
の
書
込
み
が
あ
る
。

民
法
成
立
史
一
斑
(
一

O
)
(阿
部
)

(
お
)
「
六
小
月
内
」
を
「
一
年
内
」

込
み
が
あ
る
。

(
却
)
本
文
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ

る。
「
埋
蔵
物
ハ
特
別
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
公
告
ヲ
為
シ
タ
ル
後

六
小
舟
内
ニ
其
所
有
者
ノ
知
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
発
見
者
其
所
有
権

ヲ
取
得
ス
」

(
幻
)
「
第
七
百
二
条
及
ヒ
第
七
汚
三
条
」
を
「
第
七
百
一
一
一
条
及
ヒ

第
七
一
臼
四
条
」
に
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
部
)
「
六
令
月
内
」
を
「
一
年
内
し
に
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
欝

込
み
が
あ
る
。

(
却
)
二
六
八
条
二
項
お
よ
び
二
七
八
条
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
「
十

年
以
上
」
を
「
二
十
年
以
K
L
に
訂
託
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み

が
あ
る
。

(
却
)
「
第
百
六
十
七
条
」
の
後
に
「
第
…
一
項
」
を
挿
入
す
る
回
日
の

朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
訂
)
「
債
務
者
ノ
」
を
「
債
務
持
カ
」
に
訂
正
す
る
胃
の
米
字
の

書
込
み
が
あ
る
。

(
認
)
二
一
四
八
条
の
後
、
一
二
四
九
条
の
前
に
次
の
と
お
り
掃
入
す
る

出
向
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

「
第
三
百
四
十
九
条
質
権
設
定
者
ハ
設
定
行
為
又
ハ
債
務
ノ

弁
済
期
前
ノ
契
約
ヲ
以
デ
質
権
者
ニ
弁
済
ト
シ
テ
質
物
ノ
所
有

に
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書

四
四
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権
ヲ
取
得
セ
シ
メ
其
他
法
律
一
一
定
メ
タ
ル
方
法
ニ
依
一
ブ
ス
シ
テ

質
物
ヲ
処
分
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」

(
お
)
「
第
三
百
四
十
九
条
」
を
「
第
三
百
五
十
条
」
に
訂
正
す
る

旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

以
下
、
七
二
三
条
ま
で
の
す
べ
て
に
つ
き
、
一
条
ず
つ
条
数
を

繰
り
下
げ
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
規
定
内

容
が
成
案
と
異
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
い
ち
い
ち
注
記
し
な
い
。

(
弘
)
「
第
一
一
一
百
六
十
一
二
条
」
を
「
第
一
一
一
百
六
十
四
条
」
に
、
「
第

四
百
六
十
六
条
」
を
「
第
四
百
六
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
第
二
項
と
し
て
、
次

の
と
お
り
追
加
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

「
前
項
ノ
規
定
ハ
記
名
ノ
株
式
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
」

(
お
)
「
第
一
一
一
百
六
十
四
条
」
を
「
第
三
百
六
十
五
条
」
に
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
、
お
よ
び
「
株
式
又
ハ
」
を
削
除
す
る
旨

の
朱
点
の
書
込
み
(
二
ヵ
所
)
が
あ
る
σ

(
お
)
寸
第
三
百
六
十
九
条
」
を
「
第
三
百
七
十
条
」
に
、
「
第
四

百
二
十
三
条
」
を
「
第
四
百
二
十
四
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
幻
)
「
第
三
百
七
十
条
」
を
「
第
三
百
七
十
一
条
」
に
、
「
第
三

百
八
十
条
」
を
「
第
三
百
八
十
一
条
」
に
(
二
ヵ
所
て
そ
れ
ぞ

れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
お
)
「
第
三
百
七
十
一
条
」
を
「
第
三
百
七
十
二
条
」
に
、
「
第

四
四

一
一
一
百
五
十
条
」
を
「
第
一
二
百
五
十
一
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
却
)
「
第
三
百
七
十
三
条
」
を
「
第
一
一
一
百
七
十
四
条
」
に
、
「
最

終
」
を
「
最
後
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み

が
あ
る
。

(
刊
)
「
第
三
百
七
十
五
条
」
を
「
第
一
一
一
百
七
十
六
条
L

に
、
「
第

四
百
六
十
六
条
」
を
「
第
四
百
六
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
社
)
「
第
三
百
七
十
七
条
」
を
「
第
三
百
七
十
八
条
」
に
、
「
第

三
百
八
十
一
条
乃
至
第
三
百
八
十
三
条
」
を
「
第
三
百
八
十
二
条

乃
至
第
三
百
八
十
四
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の

書
込
み
が
あ
る
。

(
位
)
「
第
三
百
八
十
条
」
を
「
第
一
二
百
八
十
一
条
」
に
、
「
第
三

百
七
十
七
条
」
を
「
第
一
二
百
七
十
八
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
刊
日
)
「
第
三
百
八
十
一
条
」
を
「
第
三
百
八
十
二
条
」
に
、
「
第

三
百
七
十
七
条
」
を
「
第
三
百
七
十
八
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
叫
)
「
第
三
百
八
十
三
条
」
を
「
第
三
百
八
十
四
条
」
に
、
「
十

分
ご
を
「
十
分
ノ
一
」
に
(
ニ
ヵ
所
て
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る

旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
必
)
「
第
三
百
八
十
六
条
」
を
「
第
三
百
八
十
七
条
」
に
、
「
第



三
百
八
十
一
条
」
を
「
第
三
百
八
十
二
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
必
)
「
第
三
百
九
十
四
条
」
を
「
第
三
百
九
十
五
条
」
に
、
「
第

六
百
一
条
」
を
「
第
六
百
二
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の

朱
字
の
書
込
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
但
書
と
し
て
、
次
の
と
お
り
追

加
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

「
侶
一
其
賃
貸
借
カ
抵
当
権
者
ニ
損
害
ヲ
及
ホ
ス
ト
キ
ハ
裁
判
所

ハ
抵
当
権
者
ノ
請
求
ニ
因
リ
其
解
除
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

(
灯
)
「
第
四
百
二
十
五
条
」
を
「
第
四
百
二
十
六
条
」
に
、
「
第

四
百
二
十
一
一
一
条
」
を
「
第
四
百
二
十
四
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
留
の
朱
字
の
世
帯
込
み
が
あ
る
。

(
制
)
「
第
四
百
二
十
九
条
」
を
「
第
四
百
三
十
条
し
に
、
「
第
四

百
三
十
一
一
一
条
乃
奈
第
四
百
一
二
十
九
条
」
そ
「
第
四
百
三
十
四
条
乃

至
第
四
百
四
十
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込

み
が
あ
る
。

(
約
)
「
第
四
百
四
十
条
」
を
「
第
四
百
四
十
一
条
」
に
、
「
連
帯

債
務
省
一
同
」
を
「
連
帯
債
務
者
ノ
全
員
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
胃
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
別
)
「
第
四
百
五
十
四
条
L

を
「
第
四
百
五
十
五
条
」
に
、
「
第

四
百
五
十
一
条
淡
ヒ
第
四
百
五
十
二
条
」
を
「
第
間
百
五
十
二
条

及
ヒ
第
四
百
五
十
三
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の

書
込
み
が
あ
る
。

民
法
成
立
史
一
斑
(
一

O
)
(阿
部
)

(
日
)
「
第
四
百
五
十
五
条
」
を
「
第
四
百
五
十
六
条
」
に
、
「
第

四
百
二
十
六
条
」
を
「
第
四
百
二
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
臼
)
「
第
四
百
五
十
七
条
」
を
「
第
四
百
五
十
八
条
」
に
、
「
第

四
百
三
十
三
条
乃
至
第
四
百
三
十
九
条
」
を
「
第
四
百
三
十
四
条

乃
至
第
四
百
四
十
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書

込
み
が
あ
る
。

(
臼
)
「
第
四
百
五
十
八
条
」
を
「
第
四
百
五
十
九
条
」
に
、
「
第

四
百
四
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
百
四
十
二
条
第
二
項
」
に
、

そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
日
)
「
第
四
百
六
十
二
条
」
を
「
第
四
百
六
十
三
条
」
に
、
「
第

四
百
四
十
二
条
」
を
「
第
四
百
四
十
三
条
」
に
(
一
一
ヵ
所
て
そ

れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
臼
)
「
第
四
百
六
十
四
条
L

を
「
第
四
百
六
十
五
条
」
に
、
「
第

四
百
十
一
条
乃
至
第
四
百
四
十
一
一
一
条
L

を
「
第
四
百
四
十
二
条
乃

至
第
四
百
四
十
四
条
」
に
、
「
第
四
百
六
十
一
条
」
を
「
第
四
百

六
十
二
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ

る。
(
出
)
「
第
四
百
七
十
条
」
を
「
第
四
百
七
十
一
条
L

に
訂
正
す
る

旨
の
朱
字
の
4

品
引
込
み
が
あ
る
。
「
其
証
券
」
を
訂
正
す
る
旨
の
謹
一
回

込
み
は
な
い
。

(
訂
)
「
第
四
百
八
十
一
条
」
を
「
第
四
百
八
十
二
条
」
に
、
「
代

四
四
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へL

を
「
代
へ
テ
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込

み
が
あ
る
。

(
問
)
「
第
四
百
八
十
七
条
」
を
「
第
四
百
八
十
八
条
」
に
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。
第
三
項
冒
頭
の
「
第
二
項
」
を

訂
正
す
る
旨
の
章
一
回
込
み
は
な
い
。

(
悶
)
「
第
四
百
九
十
条
」
を
「
第
四
百
九
十
一
条
」
に
、
「
第
四

百
八
十
八
条
」
を
「
第
四
百
八
十
九
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
印
)
「
第
四
百
九
十
八
条
」
を
「
第
四
百
九
十
九
条
」
に
、
「
第

四
百
六
十
六
条
」
を
「
第
四
百
六
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
日
)
「
第
五
百
一
一
一
条
」
を
「
第
五
百
四
条
」
に
、
「
第
四
百
九
十

九
条
」
を
「
第
五
百
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の

書
込
み
が
あ
る
。

(
臼
)
「
第
五
百
十
一
条
」
を
「
第
五
百
十
二
条
」
に
、
「
第
四
百

八
十
七
条
乃
至
第
四
百
九
十
条
」
を
「
第
四
百
八
十
八
条
乃
一
会
第

四
百
九
十
一
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み

が
あ
る
。

(
出
)
「
第
五
百
十
五
条
L

を
「
第
五
百
十
六
条
」
に
、
「
第
四
百

六
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
百
六
十
八
条
第
一
項
」
に
、
そ
れ

ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
制
)
「
第
五
百
十
九
条
」
を
「
第
五
百
二
十
条
」
に
訂
正
す
る
旨

四
四
四

の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
但
警
と
し
て
次
の
と
お
り

追
加
す
る
旨
の
朱
字
の
欝
込
み
が
あ
る
。

「
但
其
債
権
カ
第
三
者
ノ
権
利
ノ
目
的
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在

ラ
ス
」

(
邸
)
「
第
五
百
三
十
三
条
」
を
「
第
丑
百
三
十
四
条
」
に
、
「
第

四
百
条
第
二
項
」
を
「
第
四
百
一
条
第
二
項
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂

正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
伺
)
「
第
五
百
三
十
八
条
」
を
「
第
五
百
三
十
九
条
」
に
、
「
第

五
百
三
十
六
条
」
を
「
第
五
百
一
一
一
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
釘
)
「
第
五
百
四
十
五
条
」
を
「
第
五
百
四
十
六
条
L

に
、
「
第

五
百
三
十
二
条
」
を
「
第
五
百
三
十
三
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
ヂ
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
鴎
)
「
第
五
百
五
十
四
条
」
を
「
第
五
百
五
十
五
条
」
に
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。
「
或
権
利
」
を
訂
正
す
る
旨
の

書
込
み
は
な
い
。

(
印
)
「
第
五
百
五
十
六
条
」
を
「
第
五
百
五
十
七
条
」
に
、
「
第

五
百
四
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
五
百
四
十
五
条
第
三
項
」
に
、

そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
初
)
「
第
五
百
六
十
九
条
」
を
「
第
五
百
七
十
条
L

に
、
「
第
五

百
六
十
五
条
」
を
「
第
五
百
六
十
六
条
L

に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。



(
円
)
「
第
五
百
七
十
条
」
を
「
第
五
百
七
十
一
条
」
に
、
「
第
五

百
三
十
二
条
」
を
「
第
五
百
三
十
三
条
」
に
、
「
第
五
百
六
十
二

乃
至
第
五
百
六
十
五
条
」
を
「
第
五
百
六
十
三
乃
至
第
五
百
六
十

六
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(η)

「
第
五
百
七
十
九
条
」
を
「
第
五
百
八
十
条
」
に
、
「
五
年
」

を
「
十
年
」
に
(
一
一
ヵ
所
)
、
「
二
年
」
を
「
五
年
」
に
、
そ
れ
ぞ

れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
犯
)
「
第
五
百
八
十
一
条
L

を
「
第
五
百
八
十
二
条
」
に
、
「
第

四
百
二
十
二
条
」
を
「
第
四
百
二
十
三
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
刊
)
「
第
五
百
八
十
四
条
」
を
「
第
五
百
八
十
五
条
」
に
、
「
第

五
百
八
十
二
条
」
を
「
第
五
百
八
十
三
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
花
)
「
第
五
百
九
十
一
条
」
を
「
第
五
百
九
十
二
条
」
に
、
「
第

五
百
八
十
六
条
」
を
「
第
五
百
八
十
七
条
」
に
、
「
第
四
百
一
条

第
二
項
」
を
「
第
四
百
二
条
第
二
項
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る

旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
河
)
「
第
五
百
九
十
四
条
」
を
「
第
五
百
九
十
五
条
」
に
、
「
第

五
百
八
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
五
百
八
十
三
条
第
二
項
」
に
、

そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(η)

「
第
五
百
九
十
五
条
」
を
「
第
五
百
九
十
六
条
」
に
、
「
第

五
百
五
十
条
」
を
寸
第
五
百
五
十
一
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す

民
法
成
立
史
一
斑
(
一

O
)
(阿
部
)

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
沌
)
「
第
六
百
三
条
」
を
「
第
六
百
四
条
」
に
、
「
十
年
」
を
「
二

十
年
」
に
(
三
ヵ
所
て
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込

み
が
あ
る
。

(
乃
)
「
第
六
百
十
五
条
」
を
「
第
六
百
十
六
条
」
に
、
「
第
五
百

九
十
三
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
六
条
第
一
項
及
ヒ
第
五
百
九
十

七
条
」
を
「
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
、
第
五
百
九
十
七
条
第
一

項
及
ヒ
第
五
百
九
十
八
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字

の
書
込
み
が
あ
る
。

(
剖
)
「
第
六
百
十
六
条
」
を
「
第
六
百
十
七
条
」
に
、
「
一
今
月
」

を
「
三
小
月
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が

あ
る
。

(
m
m
)

「
第
六
百
十
八
条
」
を
「
第
六
百
十
九
条
」
に
、
「
第
六
百

十
六
条
」
を
「
第
六
百
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の

朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
位
)
「
第
六
百
二
十
条
L

を
「
第
六
百
二
十
一
条
」
に
、
「
第
六

百
十
六
条
」
を
「
第
六
百
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨

の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
部
)
「
第
六
百
二
十
一
条
」
を
「
第
六
百
二
十
二
条
」
に
、
「
第

五
百
九
十
九
条
」
を
「
第
六
百
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨

の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
制
)
「
第
六
百
二
十
八
条
」
を
「
第
六
百
二
十
九
条
」
に
、
「
第

四
四
五
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六
百
二
十
六
条
」
そ
「
第
六
百
二
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
欝
込
み
が
あ
る
。

(
部
)
「
第
六
百
二
十
九
条
L

を
「
第
六
百
三
十
条
」
に
、
「
第
六

百
十
九
条
」
を
「
第
六
百
二
十
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨

の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
剖
)
「
第
六
百
三
十
条
」
を
「
第
六
百
三
十
一
条
」
に
、
「
第
六

百
二
十
六
条
」
を
「
第
六
百
二
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
肝
)
「
第
六
百
三
十
二
条
」
を
「
第
六
百
三
十
一
一
一
条
」
に
訂
正
す

る
回
目
の
朱
{
子
の
書
込
み
が
あ
る
。
「
第
六
百
二
十
一
一
一
条
第
一
項
」

を
訂
正
す
る
旨
の
書
込
み
は
な
い
。

(
槌
)
「
第
六
百
三
十
三
条
L

を
「
第
六
百
三
十
四
条
L

に
、
「
第

五
百
三
十
二
条
」
を
「
第
五
百
三
十
一
一
一
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
的
)
「
第
六
百
三
十
六
条
」
を
「
第
六
百
一
一
一
十
七
条
L

に
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
第
二
項
と
し
て
、
次
の

と
お
り
追
加
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

「
仕
事
ノ
目
的
物
ノ
引
渡
ヲ
要
セ
サ
ル
場
合
ニ
が
テ
ハ
前
〔
配
f

期
間
ハ
仕
事
終
了
ノ
時
ヨ
リ
之
ヲ
起
算
ス
L

(
伺
)
「
第
六
百
一
一
一
十
七
条
」
を
「
第
六
百
三
十
八
条
」
に
、
「
第

六
百
三
十
三
条
」
を
「
第
六
百
三
十
四
条
」
に
訂
正
す
る
旨
一
の
朱

字
の
書
込
み
が
あ
る
。

四
四
六

(
引
)
「
第
六
百
三
十
八
条
」
を
「
第
六
百
三
十
九
条
」
に
、
「
第

六
百
一
一
一
十
六
条
」
を
「
第
六
百
一
一
一
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
幻
)
「
第
六
百
三
十
九
条
」
を
「
第
六
百
四
十
条
」
に
、
「
第
六

百
一
一
一
十
三
条
及
ヒ
第
六
百
三
十
四
条
」
を
、
「
第
六
百
一
一
一
十
四
条

及
ヒ
第
六
百
三
十
五
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の

書
込
み
が
あ
る
。

(
部
)
「
第
六
百
四
十
七
条
」
を
「
第
六
百
四
十
八
条
L

に
、
「
第

六
百
二
十
三
条
第
二
項
目
」
を
「
第
六
百
二
十
四
条
第
二
項
」
に
、

そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
倒
)
「
第
六
百
四
十
九
条
」
を
「
第
六
百
五
十
条
」
に
訂
正
す
る

と
と
も
に
、
二
項
の
「
受
任
者
カ
」
の
後
に
「
委
任
事
務
ヲ
処
理

ス
ル
一
ご
を
挿
入
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
町
)
「
第
六
百
五
十
一
条
」
を
「
第
六
百
五
十
二
条
」
に
、
「
第

六
百
十
九
条
」
を
「
第
六
百
二
十
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る

旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
掲
)
「
第
六
百
六
十
四
条
」
を
「
第
六
百
六
十
五
条
」
に
、
「
第

六
百
四
十
五
条
乃
至
第
六
百
四
十
八
条
及
ヒ
第
六
百
四
十
九
条
第

一
項
、
第
二
項
」
を
、
寸
第
六
百
四
十
六
条
乃
至
第
六
百
四
十
九

条
及
ヒ
第
六
百
五
十
条
第
一
項
、
第
二
瑠
ぐ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
釘
)
「
会
社
」
を
「
組
合
」
に
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が



あ
る
。

(
伺
)
「
第
六
百
六
十
六
条
」
を
『
第
六
百
六
十
七
条
」
に
、
「
会

社
契
約
し
を
「
組
合
契
約
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字

の
書
込
み
が
あ
る
ο

(
川
町
)
「
第
六
百
六
十
七
条
」
を
「
第
六
百
六
卜
八
条
」
に
、
「
各

社
員
」
を
「
各
組
合
員
」
に
、
「
会
社
財
産
」
を
「
組
合
財
産
」

に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。
「
総
社

員
」
を
訂
正
す
る
回
目
の
議
込
み
は
な
い
。

(
川
)
「
第
六
百
六
i
l
八
条
」
を
「
第
六
百
六
十
九
条
」
に
、
「
社

川
い
、
己
売
「
組
合
目
し
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
日
の
朱
字
の
持
込

み
が
あ
る
の

(
山
)
「
第
六
百
六
十
九
条
」
を
「
第
六
百
七
十
条
」
に
、
ま
た
、

「
会
社
」
を
「
川
肌
ん
日
に
(
一
一
ヵ
所
)
、
「
社
員
」
合
ォ
組
冷
此
」

に
(
一
一
一
ヵ
所
)
、
「
会
社
契
約
」
そ
「
組
合
契
約
)
に
、
そ
れ
ぞ
れ

訂
正
す
る
百
の
米
字

ω
当
込
み
が
あ
る
。

(
川
)
「
第
六
百
七
十
条
し
を
「
第
六
百
七
十
一
条
L

に
、
「
会
社
L

を

J
r
r
に
、
っ
第
六
百
四
十
一
一
一
条
乃
奈
第
六
百
間
十
九
条
」

令
「
第
六
百
四
十
四
条
乃
至
第
六
百
五
十
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂

正
す
る
旨
の
米
字
の
持
込
み
が
あ
る
。
「
社
員
L

L

今
一
計
疋
す
る
日

の
書
込
み
は
な
い
。

(
附
)
「
第
六
百
じ
十
…
条
L

を
「
第
六
百
七
十
二
条
」
に
、
「
会

社
契
約
」
を
「
組
九
日
契
約
」
に
、
「
社
員
L

を
「
組
合
口
(
L

に
つ
ニ
ヵ

民
法
成
立
史
一
斑
(
一

O
)
(阿
部
)

所
)
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
出
)
「
第
六
百
七
十
二
条
」
を
「
第
六
百
七
十
三
条
」
に
、
「
各

社
員
」
を
「
各
組
合
員
」
に
、
「
会
社
」
を
「
組
ム
口
」
に
、
「
会
社

財
産
」
を
「
組
合
財
産
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の

書
込
み
が
あ
る
。

(
問
)
「
第
六
百
七
十
三
条
」
を
「
第
六
百
七
十
四
条
」
に
、
「
各

社
員
」
を
「
各
組
合
員
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の

書
込
み
が
あ
る
。

(
雌
)
「
第
六
百
じ
イ
四
条
」
安

η
第
六
百
七
十
五
条
一
に
、
「
会

社
」
を
「
組
合
」
に
、
「
社
員
」
を
「
組
合
員
」
に
(
…
石
川
所
)
、

そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
ほ
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
山
山
)
「
第
六
百
七
十
五
条
」
を
「
第
六
百
七
十
六
条
し
に
、
「
社

間
関
し
を
「
組
合

A
L
に
(
二
ヵ
所
)
、
「
会
社
財
政
」
を
つ
組
品
川
財

態
」
に
(
ニ
ヵ
所
)
、

{
E
A
K

一
社
」
を
「
総
合
」
に
竺
ヵ
小
川
)
、
そ

れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
行

ω朱
学
の
持
込
み
が
あ

J

る。

(
凶
問
)
「
第
」
ハ
百
七
十
六
条
」
を
「
第
六
百
七
十
七
条
」
に
、
「
会

社
」
を

1

組
合
」
に
、
「
社
員
」
を
「
組
合
員
L

に
、
そ
れ
ぞ
れ

訂
正
す
る
日
の
栄
学
の
期
間
込
み
が
あ
る
。

(
削
)
「
第
六
百
七
十
七
条
」
を
一

i

第
六
白
七
十
八
条
L

に
、
「
会

社
契
約
」
を
「
組
合
契
約
」
に
、
「
会
社
い
を
「
組
合
」
に
(
凹
カ

所
)
、
「
社
員
」
を
「
組
合
員
」
に
〈
一
ニ
ヵ
所
て
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
学
の
沿
い
刈
込
み
が
あ
お
。
「
退
社
」
(
一
一
カ
所
)
を
訂
正

四
四
」七



筑
波
法
政
第
二
十
四
日
す
(
一
九
九
八
)

す
る
旨
の
書
込
み
は
な
い
。

(
川
)
「
第
六
百
七
十
八
条
」
を
「
第
六
百
七
十
九
条
」
に
、
「
社

員
」
を
「
組
合
員
」
に
、
「
退
社
」
を
「
脱
退
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ

訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
山
)
「
第
六
百
七
十
九
条
」
を
「
第
六
百
八
十
条
」
に
、
「
社
員
L

を
「
組
合
員
」
に
(
四
ヵ
所
て
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字

の
警
込
み
が
あ
る
。

(
山
)
「
第
六
百
八
十
条
」
を
「
第
六
百
八
十
一
条
」
に
、
「
退
社

首
亡
を
「
脱
退
シ
タ
ル
如
組
合
員
」
に
(
一
一
ヵ
所
)
、
「
社
員
」
を
「
組

合
員
」
に
、
寸
退
社
」
を
「
脱
退
」
に
(
一
一
ヵ
所
)
、
「
会
社
財
産
L

を
「
組
合
財
産
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み

が
あ
る
。

(
出
)
「
第
六
百
八
十
一
条
」
を
「
第
六
百
八
十
二
条
」
に
、
「
会

社
」
を
「
組
合
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み

が
あ
る
。

(
山
)
「
第
六
百
八
十
二
条
」
を
「
第
六
百
八
十
三
条
」
に
、
「
各

社
員
」
を
「
各
組
合
員
」
に
、
「
会
社
」
を
「
組
合
」
に
、
そ
れ

ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
山
)
「
第
六
百
八
十
三
条
」
を
「
第
六
百
八
十
四
条
」
に
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。
「
第
六
百
十
九
条
」
お
よ
び
「
会

社
契
約
」
を
訂
正
す
る
旨
の
書
込
み
は
な
い
。

(
出
)
「
第
六
百
八
十
四
条
」
を
「
第
六
百
八
十
五
条
」
に
、
「
会

四
四
八

社
」
を
「
組
合
」
に
、
「
総
社
員
」
を
「
総
組
合
員
」
に
〈
ニ
ヵ

所
て
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
即
)
「
第
六
百
八
十
五
条
」
を
「
第
六
百
八
十
六
条
」
に
訂
正
す

る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。
「
第
六
百
六
十
九
条
」
を
訂
正

す
る
旨
の
書
込
み
は
な
い
。

(
出
)
「
第
六
百
八
十
六
条
」
を
「
第
六
百
八
十
七
条
」
に
、
「
会

社
契
約
」
を
「
組
合
契
約
」
に
、
「
社
員
中
L

を
「
組
合
員
中
」

に
、
「
第
六
百
七
十
一
条
」
を
「
第
六
百
七
十
二
条
」
に
、
そ
れ

ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
山
)
「
第
六
百
八
十
七
条
」
を
「
第
六
百
八
十
八
条
L

に
、
「
各

社
員
」
を
「
各
組
合
員
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の

書
込
み
が
あ
る
。

(
問
)
「
第
六
百
九
十
一
条
」
を
「
第
六
百
九
十
二
条
」
に
、
「
第

五
百
三
十
二
条
」
を
「
第
五
百
三
十
三
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正

す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
凶
)
「
第
六
百
九
十
二
条
」
を
「
第
六
百
九
十
三
条
」
に
、
「
第

六
百
九
十
条
」
を
「
第
六
百
九
十
一
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す

る
旨
の
朱
{
子
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
山
)
「
第
七
百
条
」
を
「
第
七
百
一
条
」
に
、
「
第
六
百
四
十
四

条
乃
至
第
六
百
四
十
六
条
」
を
「
第
六
百
四
十
五
条
乃
至
第
六
百

四
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ

ヲ

G

。



(
邸
)
「
第
七
百
一
条
」
を
「
第
七
百
二
条
」
に
、
「
第
六
百
四
十

九
条
第
二
項
」
を
「
第
六
百
五
十
条
第
二
項
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂

正
す
る
旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

(
問
)
「
第
七
百
二
十
一
条
」
を
「
第
七
百
二
十
二
条
」
に
、
「
第

四
百
十
六
条
」
を
「
第
四
百
十
七
条
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
す
る

旨
の
朱
字
の
書
込
み
が
あ
る
。

民
法
成
立
史
一
斑
(
一

O
)
(阿
部
)

四
四
九


